
「荏田北二丁目まちづくり協定」の地域まちづくりルールの変更について 
 
１ 荏田北二丁目まちづくり協定の概要 
（１） 荏田北二丁目地区の現況 

荏田北二丁目地区は、青葉区の南東部に位置し、開発から 50 年近くが建っている地
区です。平成 17 年に都市計画決定された地区計画と平成 19 年に変更認定されたまち
づくり協定により、街並みを守ってきました。まちづくり協定が変更認定されてから 16
年以上が経ち、住民の入れ替わりも進んでいるため、改めて現在の住民で現行の協定を
見直し、持続可能な協定になるよう、検討を令和 3 年から行ってきました。 

（２） これまでの経緯 
昭和 53年 小黒地区建築協定認可 
平成 10年 小黒地区建築協定終了 

荏田北二丁目自治会による、まちづくりルールの検討開始 
平成 14年 荏田北二丁目まちづくり協定制定 

自治会内に住環境委員会を設置 
平成 17年 青葉荏田北二丁目地区地区計画都市計画決定 
平成 18年 荏田北二丁目まちづくり協定が地域まちづくりルールに認定 
平成 19年 （平成 18 年改定）荏田北二丁目まちづくり協定がルール変更

認定 
平成 24年～ NPO 法人横浜市まちづくりセンターに事前審査を委託 
令和３年 住環境委員会で改定に向けた検討開始 
令和４年 グループヒアリング・アンケートにより自治会員の意見把握 

項目ごとの見直し開始、順次周知 
令和５年 改定案（案）策定 
令和６年 改定案（案）周知、アンケート 

改定案確定 
令和７年 改定案意向調査 

地権者に意向調査結果報告 
（３） 協定の主な内容 

Ａ地区・Ｂ地区の建築物の制限（用途／容積率・建ぺい率／敷地面積／壁面の位置／
高さ／地盤の高さ／形態・材質／色彩／広告物／門・柵／植栽／擁壁／開口部／常夜灯
／設備機器／倉庫／車庫／屋外階段／地階／維持管理）、レンガ通りの追加基準、Ａ地
区の色彩基準 

（４） 運営組織 
荏田北二丁目自治会住環境委員会 

 



２ 荏田北二丁目まちづくり協定の認定変更について 
（１） 申請理由 

荏田北二丁目まちづくり協定は荏田北二丁目の住環境の維持向上に貢献してきまし
たが、制定から 20 年以上経ち、協定を地域内外に周知すること及び協定を時代に合っ
たものに改定することの必要性が増していました。そのため、運営を行っている住環境
委員会を中心に、各項目を検討し、住民・地権者の意見を確認しながら、案を確定する
活動を行ってきました。この度、まとめてきた改定案に対し、地権者の多くの賛同を得
られたため、変更の申請を行います。 

（２） 主な変更点 
  ・序章として、荏田北二丁目の街並みについての理念を記載。 
  ・目的を、用語解説等を削除し、短縮。 
  ・ガイドライン（建築物の制限）の構成の変更及び文言の整理 
  ・開発当時の様式の明示を削除 
  ・既存の擁壁の保全、垂直擁壁の禁止を追加 
  ・屋上のテレビアンテナの設置禁止を追加 
  ・外壁の色の明度の幅を広げ、屋根勾配の下限を低く変更 
  ・太陽光発電システムの設置を追加 

 
３ ルール認定の変更における認定基準等への整合について 
（１） 地域の多数の支持を得ていること（条例 12 条第 1項（１）） 

令和７年５月～７月の最終意向調査において、対象 414 のうち回収 326（回収率
78.7％）、そのうち、308（94.5％）の賛成が得られており、多数の支持を得ています。 

（２） 建築等に関する制限が合理的に必要と認められる限度において定められているこ
と（条例施行規則第 14 条第 3項（３）） 

今回の変更内容は、平成 19 年に認可された街づくり協定から強化される内容は、垂
直擁壁の禁止と屋上アンテナの禁止のみです。多数の賛同を得ており、周辺の住環境と
の調和を鑑み合理的で必要な限度の制限と考えられます。 

（３） 地域まちづくり組織において、その遵守を諮るための措置を主体的に講ずること
ができる内容であること（条例施行規則第 14 条第 3項（４）） 

「荏田北二丁目まちづくり協定」は、策定以来、荏田北二丁目自治会内に設置された
住環境委員会において、協議・審査を行っています。引き続き荏田北二丁目自治会住環
境委員会により運用を行いますが、今回の変更内容についても、自主的に運用や協議・
審査を行うことができる内容となっています。 

 
以上により、荏田北二丁目まちづくり協定について、ルール認定の変更をすることと
したい。 



第 10 号様式( 第 15 条第１項) 

地域まちづくりルール認定変更申出書  
令和8年1月15日 

（申出先） 

横浜市長  

地域まちづくり組織の名称  
荏田北二丁目自治会住環境委員会  

申出者    代表者住所
 

代表者氏名  
松田 尚人 

代表者電話番号    

地域まちづくりルールとしての認定の変更を受けたいので、横浜市地域まちづくり
推進条例施行規則第  15 条第１  項の規定により、  次のとおり関係書類を添えて申し出
ます。  

(変更前 )  (変更後)  

「（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協
定」（別紙「新旧対照表」のとおり） 

「令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり
協定」（別紙「新旧対照表」のとおり） 

【主な変更点】 
・序章の追加
・特定企業の建物様式記載の削除
・事前協議の提出資料および提出方法等の見直し
・外壁の色彩ガイドラインのマンセル値および屋
根勾配の一部見直し

・項目の追加（太陽光発電システムの設置）
・誤記載の修正、文言の整理・統一 など

( 注意 )  １  代表者が法人その他の団体である場合は、代表者住所及び代表者氏名は、
当該法人その他の団体の名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名
を記入してください。 

２  この申出書には、次に掲げる書類のうち、当該変更内容を証する書類のみ  
添付してください。  
(1) 地域まちづくりルールに係る運用計画書
(2) 活動実績書
(3) 地域住民等への地域まちづくりルールの策定に関する情報の公表及び

周知の状況を示す書類
(4) 地域住民等の多数の支持を得ていることを示す書類
(5) その他市長が必要と認める書類

３ 変更前と変更後の内容が分かるよう記入してください。  
４  この申出に基づき  、地  域まちづくりルールとしての認定の変更をした場合は、
その旨を公表します。  

（ A4）



1 

＜別紙 新旧対照表＞ 
改定前 

（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定  

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

注）追加 序章 荏田北二丁目のまちなみ 

わたしたち荏田北二丁目自治会は、田園都市構想にもとづいて計画的に建設されたまちなみ
と快適さや住み心地の良さを継承し、美しく調和のとれた住環境の維持向上をはかるため、
まちづくりのルール（まちづくり協定）を定めています。 

荏田北二丁目には大切にしているまちのシンボルが３つあります 
１つ目のシンボルは南北に走る２本のレンガ通りです。 

レンガ通りという名前の通り、通りから見える面は同じレンガ、タイルで統一されていま
す。青い空と白い壁を補完する赤色の要素にはインパクトがあります。また、レンガ通り沿
いの住戸には１本ずつシンボルツリーであるハナミズキが植えられています。一定の間隔で
並ぶハナミズキはレンガ通りにリズム感を与え、春に花を咲かせる様は壮観です。レンガ通
りのまちなみは、荏田北二丁目のすべての家屋に適用される共通ガイドラインに加え、レン
ガ通りガイドラインを別途制定することで維持されています。 

２つ目は外壁が白色で統一されていることによるまちの統一感です。 

外壁を白色単色にすることで、まち全体が明るくなり、清潔感をもたらします。色彩ガイド
ラインで推薦色、準推薦色を定め、建築業界で色の指標としてスタンダードであるマンセル
値で定義しています。 

３つ目は緑豊かなことです。 

荏田北二丁目の南北に位置する小黒公園・長谷第一公園が住民の憩いの場になっています。
小黒公園は春には桜も咲き、四季を身近に感じることができる憩いの場になっています。荏
田北二丁目の緑は公園だけではありません。 
まちづくり協定で、すべての家に生垣等植栽帯を１/２以上の長さに渡り設けることを定める
ことで、通りに連続性のある植栽帯を作っています。 
このように、まちづくり協定は、個々の家屋の仕様を一定の振れ幅に抑えることでまち全体

に調和と統一感をもたせ、美しく個性のあるまちなみを維持向上させることに役立っていま 
す。荏田北二丁目地区のように、まちなみが公共財として地域に価値をもたらしていること 

太字、下線は修正箇所 
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改定前 
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

注）追加 に気づき、私有財産である家屋の仕様を制限する可能性のあるまちづくり協定を住民自ら定め
ることは、日本では珍しい取組みです。 

荏田北二丁目は荏田北二丁目まちづくり協定を大切な財産と考えています。 

現在、荏田北二丁目のまちなみは、法令に基づく2 つの制度、①地区計画、②地域まちづく
りルールにより守られています。 

① 地区計画とは、都市計画法に基づいて定められる地区単位の都市計画であり、市全体で決
められている都市計画に加えて、地区独自の方針や目標、公共的施設、建築物に関する制限
などを定めることで、地区の特徴や目的に合ったまちづくりを行うものです。荏田北二丁目
では、「青葉荏田北二丁目地区」地区計画が2005 年（平成17 年）3月15 日に制定されました。 

② 地域まちづくりルールは、横浜市地域まちづくり推進条例に基づき、自治体がまちづくり
を進めるために住民参加による手続きやルールを定めるものです。荏田北二丁目自治会が
2002 年に独自に定めた「荏田北二丁目まちづくり協定」は、2006 年に地域まちづくりルー
ル第1 号として横浜市長より認定され、横浜市地域まちづくり推進条例に根拠をもつルール
となりました。 

社会全体が持続可能な社会を目指す中で、荏田北二丁目自治会は、まちなみと良好な住環境
を維持しながら、近年の住環境に対する考え方の変化や建築素材の技術革新等に対応するた
めに、2026 年に荏田北二丁目まちづくり協定を第3 版に改定しました。 

荏田北二丁目 レンガ通り 

太字、下線は修正箇所 
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改定前 
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

第Ⅰ章  総則 

第１条  目的 
荏田北二丁目まちづくり協定は、田園都市構想1にもとづいて計画的に建設されたまちなみと
アメニティ2を継承し、美しく調和のとれた住環境の維持向上をはかることを目的とする。  
1998 年（平成10 年）9 月4 日まで20 年間にわたり存続した小黒地区建築協定および2005 
年（平成17 年）3 月15 日に制定された青葉荏田北二丁目地区地区計画に同じく、このまち
に居住する自治会員とその家族ならびにこのまちの土地家屋のオーナーに、落着いてゆとり
のある安全で住み心地のよいコミュニティを提供し、住宅地の品質と資産価値を高め、統一
感と個性のあるまちを次代に伝えることのできるものとする。 

荏田北二丁目 
（用語解説） 
１．田園都市構想 (Garden City, Cite'-Jardin)  

ひろびろとした空間と太陽と緑にあふれるまちづくりをめざす建築・都市計画構想。 
1898年（明治31年）イギリス人ハワードにより提唱され、ヨーロッパ、アメリカへと展開
されてきた。代表例としてロンドン郊外のレッチワース、ハムステッド、ニューヨーク郊
外のラドバーン等がある。田園都市構想にもとづく住宅地の多くはまちづくりのルールを
持ち、一世紀近くを経た現在も、まちなみと住環境が保たれている。  

わが国では、1918年（大正7年）渋沢栄一翁の提唱により田園都市株式会社が発足し、
田園調布、洗足の住宅地開発をおこなった。開発のために敷設された鉄道部門が目黒蒲田
電鉄として分離独立し、後に東京急行電鉄となる。 

第Ⅰ章  総則 

第１条  目的 
荏田北二丁目まちづくり協定は、田園都市構想にもとづいて計画的に建設されたまちなみと快
適さや住み心地の良さを継承し、美しく調和のとれた住環境の維持向上をはかることを目的と
する。 

太字、下線は修正箇所 
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改定前 
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

田園都市線沿線は、1953年（昭和28年）策定の東急多摩田園都市構想にもとづいて、
鉄道の敷設とまちづくりが進められてきた。東急多摩田園都市構想によるまちづくりは、 
1987年（昭和62年）度日本建築学会賞、2002年（平成14年）度日本都市計画学会賞を受
賞している。 

田園都市のまち レッチワース（ロンドン郊外） 
２．アメニティ 

環境の価値をあらわす包括的な概念。欧米において価値基準として定着しているが、
共通となる定義づけはなされていない。  

都市計画家ホルフォード卿の次の解釈が一般的である。｢アメニティとは単にひとつ
の性質をいうのではなく、複数の価値の総体的カタログである。それは芸術家が目にし、
建築家がデザインする美、歴史が生み出したこころよい親しみのある風景を含み、一定
の状況下では効用、すなわちしかるべきもの（たとえば住居、あたたかさ、光、きれい
な空気、家のなかのサービスなど）が、しかるべきところにあること、および全体とし
て快適な状態をいう｣。 

OECD（経済開発協力機構）の環境に関する対日勧告においては、「アメニティとよば
れるものは、静けさ、美しさ、プライバシー、社会的関係その他生活の質の測定すること
のできない諸要素に関係している」と説明されている。  

法政大学名誉教授の田村明氏は、都市のアメニティについて次のように述べている。｢都
市に住む人々の多くが、住んでいてよかったと思い、好ましいと感じ、ときには感動を覚
え、誇りをもち、また安らぎや落ち着きと懐かしみを抱き、愛着を感ずるような都市は、
美しくて、住みやすく、個性的な都市である｣。

太字、下線は修正箇所 
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改定前 
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

第２条  用語の定義 
この協定において、次のとおり用語の定義を定める。 

１ 協定 
荏田北二丁目まちづくり協定。 
自治会のまちづくり活動のうち建築・都市計画分野についてのルール。 

２ 外観変更  
会員が所有もしくは使用する土地の利用方法および区画形質の変更、建築物の建築又は工作
物の建設（新築、増改築等）、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更、な
らびに植栽その他の設置物の変更。  

３ 自治会 
荏田北二丁目自治会 

４ 会員  
協定における会員は、荏田北二丁目自治会会員に加え、このまちに在る土地家屋の所有権者、
地上権者、および賃借権者を含む。 

５ 委員会  
住環境委員会。自治会のまちづくり活動のうち建築・都市計画分野を担当し、まちづくり
協定の運用をおこなう自治会内の委員会。 

第２条  用語の定義 
この協定において、次のとおり用語の定義を定める。 

１ 協定 
「荏田北二丁目まちづくり協定」をいう。 

      自治会のまちづくり活動のうち建築・都市計画分野についてのルールを定めている。 
２ 外観変更  
会員が所有もしくは使用する土地の利用方法および区画形質の変更、建築物の建築又は工作
物の建設（新築、増改築等）、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更、な
らびに植栽その他の設置物の変更をいう。  

３ 自治会 
「荏田北二丁目自治会」をいう。 

４ 会員  
協定における会員は、荏田北二丁目自治会会員に加え、このまちに在る土地家屋の所有権者、
地上権者、および賃借権者を含む。 

５ 委員会  
「住環境委員会」をいう。自治会のまちづくり活動のうち建築・都市計画分野を担当し、ま

ちづくり協定の運用をおこなう自治会内の委員会である。 

太字、下線は修正箇所 
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改定前 
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

第３条  協定の対象 
協定は、青葉荏田北二丁目地区地区計画区域内の土地家屋その他の建造物、植栽等を対象と
する。 
また必要に応じ、荏田北二丁目に属する道路、公園、環境衛生等に関する事柄も対象としう
るものとする。 ガイドラインのＡ地区およびＢ地区の区域、レンガ通り の位置は、青葉荏
田北二丁目地区地区計画区域図に定めるものと同じとする。 

第４条  会員の権利と責任 

会員は、次の権利を有し、協定に参加し協力する。 

１  自治会から協定に関する情報提供と、協定に沿う支援を受けることができる。  
２  住環境被害発生の際に、自治会から解決に向けての支援を受けることができる。 
３  ガイドラインに従って外観変更をおこなうこと。  

第３条  協定の対象 
協定は、青葉荏田北二丁目地区地区計画区域内の土地家屋その他の建造物、植栽等を対象と
する。 
また必要に応じ、荏田北二丁目に属する道路、公園、環境衛生等に関する事柄も対象としう
るものとする。 ガイドラインのＡ地区およびＢ地区の区域、レンガ通り の位置は、青葉荏
田北二丁目地区地区計画区域図に定めるものと同じとする。 

第４条  会員の権利と義務 

会員は、次の権利を有し、協定に参加し協力する。 

１  自治会から協定に関する情報提供と、協定に沿う支援を受けることができる。  
２  住環境被害発生の際に、自治会から解決に向けての支援を受けることができる。 
３  ガイドラインに従って外観変更をおこなう。  

太字、下線は修正箇所 
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改定前 
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

４  外観変更に際し協定委員に連絡をとり、委員会の事前了解と必要な助言をえること。 
外壁・屋根等の塗替え等軽微なもの、植栽の変更については連絡の必要がないものとするが、
軽微の程度について疑義のある場合および推奨色、準推奨色以外の色彩に塗り替える場合に
は、事前協議をおこなうこと。  
解体工事の場合にも協定委員に連絡をとり、委員会の事前了解と必要な助言をえること。 

５  協定に照らし適当でないと考えられる外観変更を発見した場合および公共施設の滅失・
破損、騒音その他の公害等について、委員会に適切な情報提供をおこなうこと。 

第５条  委員会の活動 
委員会は、第1条に掲げる目的達成と協定の円滑な運用をはかるため、次の活動をおこなう。 

１ 会員に住環境被害が発生した場合、解決に向けての支援をおこなう。 
２ 会員より提出されあるいは助言を求められた外観変更について審査し、適切な助言･指導
をおこない、これを支援する。 

３ 協定の適切な解釈、適用除外の判断をおこなう。 
４ 関係する法律、条例、施行規則等の改正、建築様式やライフスタイルの変化に対応し、必

要な調査研究と協定の見直しをおこなう。 
５ 地区計画等必要な法制度および条例等の制定に向けての活動とその維持をはかり、協定

の目的を確実なものとする。 
６ 公共施設の修理改善、道路および環境衛生等の問題について、自治会役員会ならびに関

係諸官庁への情報提供をおこなう。 
７ 広報活動等、協定の認識と理解を深める活動をおこなう。 
８  専門的な判断を必要とされる場合には、横浜市まちづくりコーディネーター、建築家、

弁護士等の専門家に、委員会の補佐を委託することができる。 

４  外観変更に際し協定委員に連絡をとり、委員会の事前了解と必要な助言をえる。 
外壁・屋根等の塗替え等軽微なもの、植栽の変更については連絡の必要がないものとするが、
軽微の程度について疑義のある場合および推奨色、準推奨色以外の色彩に塗り替える場合に
は、事前協議をおこなう。  
解体工事の場合にも協定委員に連絡をとり、委員会の事前了解と必要な助言をえる。 

５  協定に照らし適当でないと考えられる外観変更を発見した場合および公共施設の滅失・
破損、騒音その他の公害等について、委員会に適切な情報提供をおこなう。 

第５条  委員会の活動 
委員会は、第1条に掲げる目的達成と協定の円滑な運用をはかるため、次の活動をおこなう。 
１ 会員に住環境被害が発生した場合、解決に向けての支援をおこなう。 
２ 会員より提出されあるいは助言を求められた外観変更について審査し、適切な助言･指導
をおこない、これを支援する。 

３ 協定の適切な解釈、適用除外の判断をおこなう。 
４ 関係する法律、条例、施行規則等の改正、建築様式やライフスタイルの変化に対応し、必

要な調査研究と協定の見直しをおこなう。 
５ 地区計画等必要な法制度および条例等の制定に向けての活動とその維持をはかり、協定

の目的を確実なものとする。 
６ 公共施設の修理改善、道路および環境衛生等の問題について、自治会役員会ならびに関

係諸官庁への情報提供をおこなう。 
７  協定の認識と理解を深めルールに抵触する事例を抑制するため、自治意識の醸成のも
とに周知徹底するとともに広報活動等をおこなう。 

８  専門的な判断を必要とされる場合には、横浜市まちづくりコーディネーター、建築家、
弁護士等の専門家に、委員会の補佐を委託することができる。 

太字、下線は修正箇所 
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改定前 
（平成 18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和 8年改定（第 3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

第６条  委員会の構成とメンバーの役割 

委員会の構成とメンバーの役割を次に定める。 

１ 委員会のメンバーは、会員の有志および自治会役員会の会長、副会長、環境部長の４名
で構成する。 

２ 委員会は次の役員を置く。 
委員長１名、副委員長２名、協定委員２名 （兼任可能とする）、環境委員１名 

３ 委員長は委員の互選とし、委員会を代表し協定の運用を統括する。 
４ 副委員長、協定委員および環境委員は、委員会メンバーのなかからから委員長が委嘱す
る。ただし副委員長のうち１名、協定委員および環境委員は自治会役員会メンバーのなかか
ら委嘱する。  

５  協定委員は、外観変更を予定している会員への、協定の配布と周知、事前協議について
の連絡調整をおこなう。委員会の進行および会議記録の作成をおこなう。 

６ 環境委員は、自治会環境部の活動との連絡調整をおこなう。 
７ 委員の任期は２年とする。 

第６条  委員会の構成とメンバーの役割 

委員会の構成とメンバーの役割を次に定める。 

１ 委員会のメンバーは、数名の自治会役員と自治会員の有志で構成する。 
２ 委員会は次の役員を置く。 

委員長１名、副委員長２名、協定委員２名 （兼任可能とする）、環境委員１名  
必要に応じて、渉外委員、プロジェクトマネージャー、広報委員を任命することができる。 

３ 委員長は委員の互選とし、委員会を代表し協定の運用を統括する。 
４ 副委員長、協定委員および環境委員は、委員会メンバーのなかから委員長が委嘱する。
ただし副委員長のうち１名、協定委員および環境委員は自治会役員会メンバーのなかから任
命する。  

５  協定委員は、外観変更を予定している会員への、協定の配布と周知、事前協議について
の連絡調整をおこなう。委員会の進行および会議記録の作成をおこなう。 

６ 環境委員は、自治会環境部の活動との連絡調整をおこなう。 
７ 委員の任期は２年とし、更新できる。 

太字、下線は修正箇所 
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改定前 
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

第７条  事前協議 
外観変更事前協議の手続を次に定める。 

１  提出資料 
外観変更を予定する会員は協定委員に連絡をとり、委員会に次の資料を提出し事前了解と必要な助
言をえること。  

（１）ガイドラインの各制限項目について確認することのできる図面等の資料。用途、容積
　　率、建ぺい率、敷地面積、壁面等の後退距離、高さ、仕上材等、文章・数値による確認
　　の必要なものはその内容を記載する。
（２）図面は外部および敷地内について確認のできるものとし、室内についての表記はなく
　　とも良い。
（３）第１５条共通ガイドライン内｢隣地に面する開口部｣に該当する開口部の、ガラスの種
　　類、開閉方式、視線を遮る工夫について図面内に記載する。
　　視線の通る開口部の場合には、当該開口部を含む室内の状況の判る図面（平面図等）を
　　提出する。
（４）カラーサンプル

使用素材によるカラーサンプル（塗板見本等）とする。  
外壁基調色のカラーサンプルの長辺は２０cｍ以上とする。屋根のカラーサンプルは見
本帳の使用素材によるサンプルを可とするが、既製品以外の素材の塗装色については長
辺２０cｍ以上のサンプルとする。  
外装縁どり部材（付枠、付柱、軒先等）、建具、柵、舗装、広告物他、この協定の制限
に抵触する可能性のある素材と色彩については事前協議をおこなう。  
カラーサンプルにはできるだけマンセル表記（近似値可）を併記する。  

（５）道路に面する部分の植栽計画 
道路に面する部分の植栽帯の長さ、植栽帯の長さの道路境界線の長さに対する比
率、植栽の位置、高木、中木、低木（高木、中木、低木の定義は、第１５条共通ガイ
ドライン内に表記）の別、樹種と高さおよび本数を表記する。 

第７条  事前協議 
外観変更事前協議の手続を次に定める。 

１  提出資料 
外観変更を予定する会員は協定委員に連絡をとり、委員会に次の資料を提出し事前了解と必要な助
言をえる。  
提出された資料は第１条で定める目的以外には使用しない。 

（１）ガイドラインの各制限項目について確認することのできる図面等の資料。用途、容積
　　率、建ぺい率、敷地面積、壁面等の後退距離、高さ、仕上材等、文章・数値による確認
　　の必要なものはその内容を記載する。
（２）外装縁どり部材（付枠、付柱、軒先等）、建具、柵、舗装、広告物他、この協定の制

限に抵触する可能性のある素材と色彩については事前協議をおこなう。色彩がわかる
よう、使用素材についてはメーカー名及び型番を記入し、できるだけマンセル値表記
（近似値可）を併記する。 

委員会が必要と認めた場合のみ、使用素材によるカラーサンプル（塗板見本等）を提
出する。外壁基調色のカラーサンプルの長辺は２０㎝以上とする。屋根のカラーサン
プルは見本帳の使用素材によるサンプルを可とするが、既製品以外の素材の塗装色に
ついては長辺２０㎝以上のサンプルとする。 

（３）図面は外部および敷地内について確認のできるものとし、室内についての表記はなく
とも良い。 

（４） 第２章ガイドライン内｢隣地に面する開口部｣に該当する開口部の、ガラスの種類、開
閉方式、視線を遮る工夫について図面内に記載する。
視線の通る開口部の場合には、当該開口部を含む室内の状況の判る図面（平面図等）を
提出する。

（５）道路に面する部分の植栽計画 
道路に面する部分の植栽帯の長さ、植栽帯の長さの道路境界線の長さに対する比
率、植栽の位置、高木、中木、低木（高木、中木、低木の定義は、第１４条共通ガイ
ドライン内に表記）の別、樹種と高さおよび本数を表記する。 

（６）まちづくり協定チェックシート 

太字、下線は修正箇所 
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改定前 
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

２  資料提出時期 
（１） 地区計画および横浜市地域まちづくり推進条例にもとづく届出の前に、委員会に資料

を提出し事前協議をおこなうこと。スケッチ段階等、計画の初期から協議を開始するこ
とが好ましい。

（２） 色彩名は（１）の事前協議資料に記載すること。ただし使用素材によるカラーサンプ
ルついては、当該部分の工事着手前に事前協議が完了する時期の提出として良い。

（３） 委員会の審査は合議制としており充分な審査期間が必要となるため、事前協議を申し
込む会員または代行者は、期間の余裕をもって資料提出をおこなうこと。

３  資料提出方法 
(１) 原則として協定委員の指定先に１部郵送する。提出資料は返却しないものとする。
(２) 直接の持参および大場みすずが丘地区センター等における協議も可とする。提出資
料は同じく１部とする。

第８条  協定の制定、改定ならびに廃止 
協定の制定、改定ならびに廃止については、自治会総会の議決によるものとする。 

第９条  協定の有効期間 
 協定は制定の日より２年間有効とし、自治会総会による改定または廃止決議がないかぎ
り、２年毎に自動的に更新されるものとする。 

２ 資料提出時期 
（１） 地区計画および横浜市地域まちづくり推進条例にもとづく届出の前に、委員会に資料

を提出し事前協議をおこなうこと。スケッチ段階等、計画の初期から協議を開始するこ
とが好ましい。

（２） 色彩名は（１）の事前協議資料に記載すること。ただし使用素材によるカラーサンプ
ルついては、当該部分の工事着手前に事前協議が完了する時期の提出として良い。

（３） 委員会の審査は合議制としており充分な審査期間が必要となるため、事前協議を申し
込む会員または代行者は、期間の余裕をもって資料提出をおこなうこと。

３ 資料提出方法 
(１)原則として、資料の電子ファイル名を、協定委員のメールアドレスにメールやファイ

ル共有サービス等で送信する。
(２)直接の持参および大場みすずが丘地区センター等における協議も可とする。　提出資

料は同じく１部とする。

第８条  協定の改定ならびに廃止 
協定の改定ならびに廃止は、自治会総会の議決による。 
ただし改定の場合にあっては、改定議決を経た後に改定案を採決する二段階の議決を行う。 

第９条  協定の有効期間 
 協定は制定の日より２年間有効とし、自治会総会による改定または廃止決議がないかぎ
り、２年毎に自動的に更新されるものとする。 

太字、下線は修正箇所 
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改定前 
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

第１０条  協定の効力 
１  協定は、協定制定後に会員となる者にも効力がおよぶものとする。  
２  協定の制定ならびに改定以前の段階でガイドラインに適合していない既存の土地家屋そ

の他の建造物等（既存不適格の建造物等）については、協定の制定ならびに改定がおこな
われて後も直ちにガイドラインに適合するよう建替え、増改築等をおこなう必要はない。
ただし外観変更の際にはガイドラインに適合するよう改善に努めること。  

３ 協定は、第1条に掲げる目的を実現するために会員が自主的に守るべきルールであり、法
的強制力を有しない。 

第１１条  紛争の解決 
荏田北二丁目隣接地域に対してもしくは会員相互間の住環境に関する紛争の解決、ならび

に外観変更についての会員との合意の形成は、委員会が一義的な責任を負うが、委員会が解
決しえない場合あるいは委員会と隣接地域、会員等との利害が対立する場合は、委員会また
は会員の申立てにもとづき、自治会役員会が調停、解決をはかることとする。 

第１２条  協定運用の費用 
協定の運用、協定運用に関連する訴訟および委員会の活動にかかわる一切の費用は、自治会が
負担する。  

第１３条  その他補足 
協定に疑義が生ずる場合は、自治会役員会が裁定する。 

第１０条  協定の効力 
１  協定は、協定制定後に会員となる者にも効力がおよぶものとする。  
２  協定の制定ならびに改定以前の段階でガイドラインに適合していない既存の土地家屋そ

の他の建造物等（既存不適格の建造物等）については、協定の改定がおこなわれた後も直
ちにガイドラインに適合するよう建替え、増改築等をおこなう必要はない。ただし外観変
更の際にはガイドラインに適合するよう改善する。  

３ 協定は、法的強制力を有しないが、第１条に掲げる目的を実現するために会員が自主的に
守るべきルールである。横浜市地域まちづくり推進条例に基づき、制定、改定等を行う。 

第１１条  紛争の解決 
荏田北二丁目隣接地域に対してもしくは会員相互間の住環境に関する紛争の解決、ならび

に外観変更についての会員との合意の形成は、委員会が一義的な責任を負うが、委員会が解
決しえない場合あるいは委員会と隣接地域、会員等との利害が対立する場合は、委員会また
は会員の申立てにもとづき、自治会役員会が調停、解決をはかる。 

第１２条  協定運用の費用 
協定の運用、協定運用に関連する訴訟および委員会の活動にかかわる一切の費用は、自治会が
負担する。  

第１３条  その他補足 
協定に疑義が生ずる場合は、自治会役員会が裁定する。 

太字、下線は修正箇所 
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改定前 
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

第Ⅱ章 ガイドライン 

第１条の目的を実現するために地区を２区分し、土地家屋その他の建造物、植栽等の外観変更
についてのＡ地区、Ｂ地区それぞれの地区内共通のルールとして、Ａ地区ガイドラインおよび
Ｂ地区ガイドラインを定める。  
Ａ地区およびＢ地区の区域は、「青葉荏田北二丁目地区」地区計画に定める区域に同じとする。 

第１４条  共通ガイドライン 

用途 
（主旨）Ａ地区においては良好な専用住宅地として用途を限定する。 

生活習慣の違いによる問題の発生を防止し、地区外からの不特定の来街者を制限す
ることにより、静かな、安全で快適なまちを保つ。  

専用住宅とし、親族同居による２世帯住宅以外の長屋および共同住宅は建築しないものと
する。

ただし現在保育所の用途に供する建築物の敷地において、保育所の用途に供する建築物を
建築する場合および延べ面積の２分の１以上を居住の用途とし、居住者の経営する５０㎡
以下の次のいずれかの用途を含む兼用住宅は建築できるものとする。  

１  学習塾、華道教室その他これらに類する施設  
２  美術・工芸品を制作するためのアトリエ、工房。 
（原動機の出力合計が0.75ｋｗ以下のもの。） 

３  事務所 

第Ⅱ章 ガイドライン 

第１条の目的を実現するために地区を２区分し、土地家屋その他の建造物、植栽等の外観変更
についてのＡ地区、Ｂ地区それぞれの地区内共通のルールとして、Ａ地区ガイドラインおよび
Ｂ地区ガイドラインを定める。  
Ａ地区およびＢ地区の区域は、「青葉荏田北二丁目地区」地区計画に定める区域に同じとする。 

第１４条  A地区 ガイドライン 

14-1 用途
（主旨）Ａ地区においては良好な専用住宅地として用途を限定する。 

生活習慣の違いによる問題の発生を防止し、地区外からの不特定の来街者を制限す
ることにより、静かな、安全で快適なまちを保つ。  
景観を守る。 

敷地及び建築物の用途を限定する。 

１．専用住宅とする。 
親族同居による二世帯住宅以外の長屋および共同住宅は建築しない。 

２. ただし、下記のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
（1）現在保育所の用途に供する建築物の敷地において、保育所の用途に供する建築物
（2）延べ面積の２分の１以上を居住の用途とし、居住者の経営する５０㎡以下の次のいずれか
の用途を含む兼用住宅 
1）学習塾、華道教室その他これらに類する施設 
2）美術・工芸品を制作するためのアトリエ、工房。 
（原動機の出力合計が0.75ｋｗ以下のもの。） 

　 3）事務所 
３．敷地を資材置場、倉庫、駐車場専用の用途で利用しない。 
４．保育所以外の敷地には自動販売機を設けない。 
５．保育所に自動販売機を設ける場合には屋内に設置する。 

太字、下線は修正箇所 



13 

改定前   
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

容積率・建ぺい率 
（主旨）太陽と緑のまちとする。 ゆとりとひろがりがあり、圧迫感のないまちを保つ。 

防災・防犯性能の高い安全なまちとする。

１ 容積率 ８０％以下、建ぺい率 ４０％以下とする。  
２ 角地の建ぺい率１０％割増をおこなわないものとする。 

敷地面積 
（主旨）敷地の細分化を防ぎ、のびやかなまちを保つ。

２００㎡以上とする。  
ただしこの協定の制定時に２００㎡未満の敷地はその面積とする。 

壁面等の位置 
（主旨）圧迫感がなく統一感と調和のあるまちを保つ。 

隣棟間隔と見通しを確保することにより、防災・防犯性能の高い安全なまちとする。  
日照・眺望・プライバシーを確保する。 

外壁又はこれにかわる柱の面、バルコニーの先端までの距離は、道路境界線、隣地境界線か
ら１m以上とする。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。  
１ 道路の隅切り部分の道路境界線は、隅切りがないものとみなす。 
２ 開放的な車庫（壁面、シャッター等を有しないもの） 
３ 擁壁内の車庫 
４ 床面積に算入されない出窓、および出窓の壁面 
５ はねだし長０．９m以下の庇 
６  軒高２．３m以下、床面積の合計５㎡以下の物置（隣地側のみの緩和とする。） 

14-2 容積率・建ぺい率 
（主旨）太陽と緑のまちとする。 ゆとりとひろがりがあり、圧迫感のないまちを保つ。 

防災・防犯性能の高い安全なまちとする。

１ 容積率 ８０％以下、建ぺい率 ４０％以下とする。  
２ 角地の建ぺい率１０％割増をおこなわないものとする。 

14-3 敷地面積 
（主旨）敷地の細分化を防ぎ、のびやかなまちを保つ。

２００㎡以上とする。  
ただしこの協定の制定時に２００㎡未満の敷地はその面積とする。 

14-4 壁面等の位置 
（主旨）圧迫感がなく統一感と調和のあるまちを保つ。 

隣棟間隔と見通しを確保することにより、防災・防犯性能の高い安全なまちとする。  
日照・眺望・プライバシーを確保する。 

外壁又はこれにかわる柱の面、バルコニーの先端までの距離は、道路境界線、隣地境界線か
ら１m以上とする。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。  
１ 開放的な車庫（壁面、シャッター等を有しないもの） 
２ 擁壁内の車庫 
３ 床面積に算入されない出窓、および出窓の壁面 
４ はねだし長０．９m以下の庇 
５ 軒高２．３m以下、床面積の合計５㎡以下の物置（隣地側のみの緩和とする。） 
６   建て替えにあたっては、隣地等の住環境への影響及びまちなみに配慮した建物配置に

努める 

太字、下線は修正箇所 
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改定前   
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

高 さ 

（主旨）圧迫感がなく統一感と調和のあるまちを保つ。 
日照を守る。 

１ 軒高6.3m以下、最高の高さ８m以下とする。  
ただし保育所については軒高の制限を設けず、最高の高さを１０m以下とする。 

２ 各部分の高さは、当該部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水
平距離に0.6を乗じて得たものに５ｍを加えたもの以下としなければならない。 

３ 建築物、工作物の各部分共、この高さを超えないものとする。 
４ 軒高、最高の高さは、平均地盤面からの高さではなく、現在の地盤面（南側の庭が建

物と接する面）からの高さとする。 

註：Ａ地区の最高の高さは、協定における現在の地盤面（南側の庭が建物と接する面）から
の高さ８ｍ以下および青葉荏田北二丁目地区地区計画における平均地盤面からの高さ 
8.5ｍ以下の、いずれか低い方の数値となる。 

地盤の高さ 
（主旨）圧迫感がなく統一感と調和のあるまちを保つ。 日照、排水を守る。

現在の各地盤の高さを変えないものとする。  
ただし、出入り口位置の変更、車庫の設置のための変更、地下室の設置のための変更で、
現在の各地盤の高さを超えないものについては、この限りではない。 

14-5 高 さ

（主旨）圧迫感がなく統一感と調和のあるまちを保つ。 
日照を守る。 

１ 軒高6.3m以下、最高の高さ８m以下とする。  
ただし保育所については軒高の制限を設けず、最高の高さを１０m以下とする。 

２ 各部分の高さは、当該部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水
平距離に0.6を乗じて得たものに５ｍを加えたもの以下としなければならない。 

３ 建築物、工作物の各部分共、この高さを超えないものとする。 
４ 軒高、最高の高さは、平均地盤面からの高さではなく、現在の地盤面（南側の庭が建

物と接する面）からの高さとする。 

14-6 地盤の高さ
（主旨）圧迫感がなく統一感と調和のあるまちを保つ。 日照、排水を守る。

現在の各地盤の高さは変えない。 

太字、下線は修正箇所 
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改定前 
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

形態、材質 
（主旨）統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。 

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

１  建築物、工作物の形態、材質は、まちなみとの調和をはかるものとする。 
２  建築物は、現在のまちなみを構成する東急型北米様式《イングリッシュコンテンポラ

リーおよびプロヴァンス（Ａ地区北側）、スパニッシュ（Ａ地区南側）の各様式》、東
急型真壁造様式《Ａ地区北側のレンガ通り以外》の建築様式との調和をはかるものとす
る。 

３ 建築物の主要な屋根は勾配屋根とし、4/10から6/10の範囲内の勾配とする。 
４ 屋根の推奨形式を切妻および寄せ棟とする。 

・東急型北米様式（イングリッシュコンテンポラリー）   ・東急型北米様式（スパニッシュ）

・東急型北米様式（プロヴァンス） ・東急型真壁造様式

14-7 形態、材質
（主旨）統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。 
まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

１  建築物、工作物の形態、材質は、まちなみとの調和をはかる。  
２  建築物の主要な屋根は勾配屋根とし、3.5/10から6/10の範囲内の勾配とする。 
３  屋根の推奨形式を切妻および寄せ棟とする。 

太字、下線は修正箇所 
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改定前 
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定  

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

色彩 
（主旨）統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。 

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 
１ 建築物、工作物の屋外部分には、原色および原色の近似色等刺激的な色彩を用い

ないものとし、まちなみとの調和をはかるものとする。 
２ 外壁の基調色を白色または明色とする。 
３ 外壁、外装縁どり部材（付枠、付柱、軒先等）および屋根の推奨色、準推奨色を、

第１7条Ａ地区色彩ガイドラインに定める。 

広告物 
（主旨）統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。 景観を守る。 

１  広告物、看板、ポスターの意匠は、現在のまちなみとの調和をはかるものとする。 

２ 保育所以外の広告物、看板、ポスターの表示面積は外形ではかり、１敷地につ
き1㎡以下とする。  

３ 袖形式、突出形式、屋上形式、路上の、広告物、看板、ポスターを設けない。 

４ 内照式としない。 

14-8 色彩
（主旨）統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。 

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 
１ 建築物、工作物の屋外部分には、原色および原色の近似色等刺激的な色彩を用い

ないものとし、まちなみとの調和をはかる。 
２ 外壁の色は白色またはオフホワイトとする。 
３ 外壁、外装縁どり部材（付枠、付柱、軒先等）および屋根の推奨色、準推奨色を、

「第１6条Ａ地区色彩ガイドライン」に定める。 
４ 軒天は茶系統の木目調も可とする。 

14-9 広告物
（主旨）統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。 景観を守る。 

１ 広告物、看板、ポスターの意匠は、現在のまちなみとの調和をはかる。 
２  保育所以外の広告物、看板、ポスターの表示面積は外形ではかり、１敷地につ

き1㎡以下とする。  
３ 袖形式、突出形式、屋上形式、路上の、広告物、看板、ポスターを設けない。 
４ 内照式としない。 

太字、下線は修正箇所 
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改定前 
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定  

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

（主旨）道路側に塀のないのびやかなまちとする。 
統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。  
仕上をおこなうことにより汚れを防止する。  
まちの一体感を高め道路からの見通しを確保することにより、防犯性能の高
い安全なまちとする。 
避難・消火活動を妨げることのない、防災性能の高い安全なまちとする。 

１  道路側外構は見通しの良いものとする。 
２ 道路側の柵は高さ０．９m以下の透視可能なものとし、垣、塀は用いない。 
３  隣地側に柵、垣、塀を用いる場合には高さ１．８m以下とし、コンクリート、コ

ンクリートブロックを用いないものとする。
４  門、門扉、門扉の支え壁、支え柱は高さ1.5m以下とし、厚さ180ｍｍ以上とする。  
５ 保育所については、上記各部の高さを２m以下とする。  
６  門扉は透視可能なものとする。 
７  交通騒音の大きな敷地で、道路側に植栽帯を設け周辺環境に配慮したものについては、

この限りではない。  
８   門扉の支え壁等にコンクリートブロックを使用する場合には幅１.０ｍ以下
とし、コンクリートブロックの表面がみえないよう仕上をおこなう。 

14-10 門、柵等
（主旨）道路側に塀のないのびやかなまちとする。 

統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。  
仕上をおこなうことにより汚れを防止する。  
まちの一体感を高め道路からの見通しを確保することにより、防犯性能の高
い安全なまちとする。 
避難・消火活動を妨げることのない、防災性能の高い安全なまちとする。 

１  道路側外構は見通しの良いものとする。 
２ 道路側の柵は高さ0.9m以下の透視可能なものとし、垣、塀は用いない。 
３  門、門扉、門扉の支え壁、支え柱は高さ1.5m以下とし、厚さ180ｍｍ以上とする。

   機     能門柱の高さは1.6ｍ以下とする。 
４  保育所については、上記各部の高さを２m以下とする。 
５  門扉は透視可能なものとする。 
６  交通騒音の大きな敷地で、道路側に植栽帯を設け周辺環境に配慮したものについては、

この限りではない。 
７  門扉の支え壁等は幅1.5ｍ程度とする。コンクリートブロックの表面がみえない

よう仕上をおこなう。 
８  隣地側に柵、垣、塀を用いる場合には高さ１．８m以下とし、コンクリート、コ

ンクリートブロックを用いない。

太字、下線は修正箇所 

門、柵等
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改定前 
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

植栽 
（主旨）緑豊かな庭園のまちを育てる。 

現在のまちなみと連続性のある植栽帯を設ける。 
統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。  

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

１  道路境界線から６ｍ以内に、道路境界線長さの１/２以上の長さの生垣等植栽帯を道
路に面して設け、現在のまちなみとの連続性を保つ。  

２ 植栽帯には、低木（植栽時樹高１ｍ以下）を植栽する。 
現在のまちなみの植栽密度（植栽帯の単位長さあたりの植栽本数）以上の植栽とする。  

３ 植栽帯を、中木（植栽時樹高１ｍ～３ｍ）または中木と低木の混植により構成するこ
とを可とする。 
樹種によっては垂直面を構成するつた類による構成も可とする。 

４ 上記の植栽帯とは別に道路境界線から６ｍ以内に高木（植栽時樹高３ｍ以上）または中木を
２本以上植栽する。  
 当該高木または中木は株立ちが好ましい。 

14-11 植栽
（主旨）緑豊かな庭園のまちを育てる。 

現在のまちなみと連続性のある植栽帯を設ける。 
統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。  

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。

１  道路境界線から６ｍ以内に、道路境界線の長さの１/２以上の長さの植栽帯を道路に
面して設け、現在のまちなみとの連続性を保つ。 道路の隅切り部分の道路境界線の長さ
は、隅切りがないものとみなす。 

２ 植栽帯には、低木（植栽時樹高１ｍ以下）を植栽する。 
現在のまちなみの植栽密度（植栽帯の単位長さあたりの植栽本数）以上の植栽とする。  

３ 植栽帯を、中木（植栽時樹高１ｍ～３ｍ）または中木と低木の混植により構成するこ
とを可とする。 
樹種によっては垂直面を構成するつた類による構成も可とする。 

４ 上記の植栽帯とは別に道路境界線から６ｍ以内に高木（植栽時樹高３ｍ以上）または中木を
２本以上植栽する。 

    当該高木または中木は株立ちが好ましい。 
５ 生垣は可 

太字、下線は修正箇所 
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改定前 
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

擁 壁 
（主旨）圧迫感がなく統一感と調和のあるまちを保つ。 

景観と質感を保つ。  
仕上をおこなうことにより汚れを防止する。 

１  現在の擁壁高さを変えないものとする。ただし、出入り口位置の変更、車庫の設置の
ための変更、地下室の設置のための変更で、現在の擁壁の高さを超えないものについて
は、この限りではない。  

２  擁壁天端から、境界線方向への張り出しをおこなわないものとする。  
３  道路から見通すことのできる範囲の擁壁は、コンクリート、コンクリートブロックの
表面が見えないよう仕上をおこなう。ただし現在、コンクリート、コンクリートブ
ロックが表面材となっている擁壁については用いることができるものとする。 

擁壁部の屋外配管 

（主旨）景観を守る。 

１  高さ1.5ｍ以下の擁壁の配管は地中配管とし、屋外に配管をみせないものとする。 
２  高さ1.5ｍを超える擁壁の配管を屋外配管とする場合には、配管カバーを設ける。 

14-12 擁 壁
（主旨）圧迫感がなく統一感と調和のあるまちを保つ。 

景観と質感を保つ。  
仕上をおこなうことにより汚れを防止する。

１  現在の擁壁高さは変えない。ただし、出入り口位置の変更、車庫の設置のための変更、地
下室の設置のための変更で、現在の擁壁の高さを超えないものについては、この限りで
 はない。 

２  擁壁天端から、境界線方向への張り出しをおこなわない。  
３  道路から見通すことのできる範囲の擁壁は、コンクリート、コンクリートブロックの

   表面が見えないよう仕上をおこなう。ただし現在、コンクリート、コンクリートブロック
   が表面材となっている擁壁については用いることができる。 

４ 通りからの景観保持のため、開発時に築造された擁壁の保全に努める。 
５ 擁壁内車庫を設置する部分を除き、垂直擁壁は設置しない。特に、既存擁壁の道路側に

垂直擁壁を新たに設置しないこと。 

14-13 擁壁部の屋外配管

（主旨）景観を守る。 

１  高さ1.5ｍ以下の擁壁の配管は地中配管とし、屋外に配管をみせない。  
２  高さ1.5ｍを超える擁壁の配管を屋外配管とする場合には、配管カバーを設ける。 

太字、下線は修正箇所 
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改定前 
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

隣地に面する開口部 
（主旨）プライバシーを守る。 

南面する室のアメニティを確保する。 
１  隣地境界線に面する開口部は、隣接建物の南面の窓への視線を遮るため次の仕様とする。  
（１） 型ガラス入りルーバー窓、オーニング窓よりも視線の通る開口部には、目隠しス

クリーン等の視線を遮る工夫をほどこす。
２  北側道路境界線に面する開口部は、北側建物の南面の窓への視線を遮るため次の仕様
とする。ただし階段室、廊下等、通過動線となる部分の開口部についてはこの限りではない。  
（１） 開放性の高い構造の開口部および透明ガラスの開口部には、レースカーテンの常

時閉鎖以上の効果をもつ視線を遮る工夫をほどこす。

常夜灯 
（主旨）通りと家の周囲を明るくすることにより視認性を確保し、まちの一体感を高め、防

犯性能の高い安全なまちとする。 
１ 門扉付近に常夜灯を設ける。 
２ 常夜灯は日照による自動点滅とし、切スイッチを設けない。 
３ 常夜灯とは別に、玄関灯、裏玄関灯を設け、夜間点灯に努める。 

設備機器等 
（主旨）静かで安全なまちとする。 

景観を守る。
１  騒音、震動、臭気、煙、火気のおそれのある設備機器等は、設置位置の選択等近隣被

害をなくする対策をおこなう。  
２ 空調、湯沸機等の設備機器が道路側から目立たないよう、設置位置の選択、植栽によ
る目隠し等の対策に努める。 

14-14 隣地に面する開口部
（主旨）プライバシーを守る。 

南面する室のアメニティを確保する。
１  隣地境界線に面する開口部は、隣接建物の南面の窓への視線を遮るため次の仕様とする。  
（１） 型ガラス入りルーバー窓、オーニング窓よりも視線の通る開口部には、目隠しス

クリーン等の視線を遮る工夫をほどこす。
２  北側道路境界線に面する開口部は、北側建物の南面の窓への視線を遮るため次の仕様
とする。ただし階段室、廊下等、通過動線となる部分の開口部についてはこの限りではない。  
（１） 開放性の高い構造の開口部および透明ガラスの開口部には、レースカーテンの常

時閉鎖以上の効果をもつ視線を遮る工夫をほどこす。

14-15 常夜灯
（主旨）通りと家の周囲を明るくすることにより視認性を確保し、まちの一体感を高め、防

犯性能の高い安全なまちとする。 
１ 門扉付近に常夜灯を設置する。 
２ 常夜灯は日照による自動点滅とし、切スイッチを設けない。 
３  常夜灯とは別に、玄関灯を設け、夜間常時点灯に努める。 

14-16 設備機器等
（主旨）静かで安全なまちとする。 

景観を守る。 
１  騒音、震動、臭気、煙、火気のおそれのある設備機器等は、隣接地の住環境を阻害

しないように設置する。   
２  空調、湯沸機等の設備機器が道路側から目立たないよう、設置位置の選択、植栽によ
る目隠し等の対策に努める。 

３　地上波テレビアンテナは屋上に設置しないこと。壁面に設置する平面式アンテナは
設置可能。壁面から立ち上がる屋上アンテナ及びサイズが著しく大きく景観を阻害する
平面式アンテナについてはこの限りではない。衛星放送用アンテナは景観に配慮し設置する。 

太字、下線は修正箇所 
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改定前 
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

金属製の倉庫 

（主旨）景観を守る。 

既製品の可動倉庫を含めて、倉庫を道路に面して（道路境界線側に）設置しない。 
植栽等により目立たないものはこの限りではない。 

金属製の閉鎖的な車庫 

（主旨）景観を守る。 

既製品を含めて、金属製の閉鎖的な車庫（金属製の壁面、シャッター等を有するもの）を設
けない。 

屋外階段 

（主旨）プライバシー、静けさ、景観を守る。 

１ 建物に付属する屋外階段は、地上部の道路側に設けない。 
２ 建物に付属する屋外階段は、階段の構造および仕上材料を靴音の発生しにくいものと

し、隣地側に目隠しを設ける。 

14-17 倉 庫

（主旨）景観を守る。

既製品の可動倉庫を含めて、倉庫を道路に面して（道路境界線側に）設置しない。 
ただし、植栽等により目立たないものはこの限りではない。 

14-18 車 庫

（主旨）景観を守る。 

１． 既製品を含めて、閉鎖的な車庫（壁面、シャッター等を有するもの）を設けない。 
ただし、擁壁内車庫はシャッターの設置が可能とする。シャッターの色彩は擁壁など
周囲と調和するものとする。 

２． 壁面・シャッター等を有しない開放的な車庫であっても、カーポートは規模や形態に
よっては建築面積に算入されるので特に留意する。 

14-19 屋外階段

（主旨）プライバシー、静けさ、景観を守る。 

１ 建物に付属する屋外階段は、地上部の道路側に設けない。 
２ 建物に付属する屋外階段は、階段の構造および仕上材料を靴音の発生しにくいものと

し、隣地側に目隠しを設ける。 

太字、下線は修正箇所 
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改定前 

（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 

令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

敷地の利用 

（主旨） 地区外からの不特定の来街者を制限し、静かで安全なまちとする。 
景観を守る。

１ 墓地、資材置場、コンテナ倉庫を設けない。 
２ 保育所以外の敷地には自動販売機を設けない。 
３ 保育所に自動販売機を設ける場合には屋内に設置するものとする。 

駐車場 

（主旨） 地区外からの不特定の来街者を制限し、静かで安全なまちとする。 
景観を守る。

１ 青空駐車場（敷地内に建築物のない駐車場）を設けない。 
２ 作業用車両、貨物用車両の駐車場としない。 
３ 立体式駐車場、立体式駐車機を設けない。 

地階（地下室、地下ドライエリア等） 

（主旨）隣接地の土地家屋その他の建造物、植栽等の不同沈下等による損傷被害を防ぐ。 

１ 地階（地下室、地下ドライエリア等）の設置にあたり、不同沈下等による隣家の損害被
害を防ぐことのできる地階建設の工法（山留めの工法等）を採用する。 

２ 隣接地の会員の合意をえた補償コンサルタントに、工事着手前および完成後の隣接地
の土地家屋その他の建造物、植栽等の調査、報告書作成、隣接地の会員への確認手続きを
委託すること。 

３ 補償コンサルタントの委託費用は外観変更をおこなう会員の負担とする。 

注） 削除。「14-1」に統合。 

注） 削除。「14-1」に統合。 

14-20 地盤掘削を伴う工事

（主旨）隣接地の土地家屋その他の建造物、植栽等の不同沈下等による損傷被害を防ぐ。 

 １ 地階（地下室、地下ドライエリア等）の設置や建築物解体にあたり、不同沈下等によ
る隣家の損害被害を防ぐことのできる地階建設の工法（山留めの工法等）を採用する。 

２    隣接地地権者の合意をえた調査会社等に、工事着手前および完成後の隣接地の土地    
   家屋その他の建造物、植栽等の調査、報告書作成、隣接地の会員への確認手続きを委
    託すること。 

  ３　調査会社等の委託費用は外観変更をおこなう地権者の負担とする。 

太字、下線は修正箇所 
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改定前 
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

維持管理 

（主旨）衛生、景観を守る。 

土地家屋その他の建造物、植栽、未利用地等の美化、清掃等、適切な維持管理に努める。 

14-21 維持管理 

（主旨）衛生、景観を守る。 

土地家屋その他の建造物、植栽、未利用地等の美化、清掃等、適切な維持管理に努める。 

14-22 太陽光発電システムの設置  （※追加項目） 

（主旨）温暖化対策に貢献する。 

太陽光発電システムは設置可とする。 
ただし、パネルの反射光による被害等が発生しないよう防眩仕様にするなど、住環境への影
響に配慮する。 

太字、下線は修正箇所 
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改定前 
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

第１５条  A地区レンガ通りガイドライン 

レンガ通りのひろびろとした空間と、調和と統一感をもち美しく個性のあるまちなみの維持
向上をはかり、防災・防犯性能の高い安全なまちとするため、共通ガイドラインに加えてレン
ガ通りガイドラインを定める。 
このルールは、レンガ通りに面する土地家屋その他の建造物、植栽等に適用される。レンガ

通りの位置は、青葉荏田北二丁目地区地区計画に定める位置に同じとする。  

壁面等の位置 
（主旨）空間のひろがりを生み出し、圧迫感を軽減し、まちの統一感と調和を保つ。 

隣棟間隔と道路からの見通しを確保することにより、防災・防犯性能の高い安全な
まちとする。  
日照・眺望を確保する。 

外壁又はこれにかわる柱の面、バルコニーの先端までの距離は、レンガ通りの道路境界線か
ら2.4ｍ以上とする。 
ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。  

１ 道路の隅切り部分の道路境界線は、隅切りがないものとみなす。 
２　  壁面、シャッター等を有しない開放的な車庫（アルミ造またはスティール造とし、透明

または半透明の屋根のもの）。 開放的な車庫の建築面積と住宅部分の建築面積を合算
した建ぺい率を40％以下とする。 

３　 床面積に算入されない出窓および出窓の壁面 
４　 はねだし長0.9m以下の庇 

第１５条  A地区レンガ通りガイドライン 

レンガ通りのひろびろとした空間と、調和と統一感をもち美しく個性のあるまちなみの維持
向上をはかり、防災・防犯性能の高い安全なまちとするため、共通ガイドラインに加えてレン
ガ通りガイドラインを定める。 
このルールは、レンガ通りに面する土地家屋その他の建造物、植栽等に適用される。レンガ

通りの位置は、青葉荏田北二丁目地区地区計画に定める位置に同じとする。  

15-1 壁面等の位置
（主旨）空間のひろがりを生み出し、圧迫感を軽減し、まちの統一感と調和を保つ。 

隣棟間隔と道路からの見通しを確保することにより、防災・防犯性能の高い安全な
まちとする。  
日照・眺望・プライバシーを確保する。 

外壁又はこれにかわる柱の面、バルコニーの先端までの距離は、レンガ通りの道路境界線か
ら2.4ｍ以上とする。 
ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。  

1   壁面、シャッター等を有しない開放的な車庫（アルミ造またはスティール造とし、透明
または半透明の屋根のもの）。  

2　 床面積に算入されない出窓および出窓の壁面 
3   はねだし長0.9m以下の庇 

太字、下線は修正箇所 
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改定前 
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

生垣、柵等 

（主旨）統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。 
まちの一体感を高め道路からの見通しを確保することにより、防犯性能の高い安全
なまちとする。 
避難・消化活動を妨げることのない、防災性能の高い安全なまちとする。 

１  生垣、垣、柵、塀はレンガ通りの道路境界線から2.4ｍ以内には設けない。 
  門、門扉、門扉の支え壁、支え柱はレンガ通りの道路境界線から1.8ｍ以内には設けない。 
２  上記以外の工作物を、レンガ通りの道路境界線から2.4ｍ以内に設けない。ただし次の
いずれかに該当する場合はこの限りではない。 

（1）道路の隅切り部分の道路境界線は、隅切りがないものとみなす。 
（2）15条共通ガイドラインに適合する擁壁 
（3）擁壁に付属する屋外階段 
（4）段差解消のための工作物および設備 
（5）現在の高さを越えない植え込み立上り 

15-2  生垣、柵等 
（主旨）統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。 

まちの一体感を高め道路からの見通しを確保することにより、防犯性能の高い安全
なまちとする。 
避難・消化活動を妨げることのない、防災性能の高い安全なまちとする。 

１  生垣、垣、柵、塀はレンガ通りの道路境界線から2.4ｍ以内には設けない。 
  門、門扉、門扉の支え壁、支え柱はレンガ通りの道路境界線から1.8ｍ以内には設けない。 
２  上記以外の工作物を、レンガ通りの道路境界線から2.4ｍ以内に設けない。ただし次の
いずれかに該当する場合はこの限りではない。 

（1）道路の隅切り部分の道路境界線は、隅切りがないものとみなす。 
（2）14条A地区ガイドラインに適合する擁壁 
（3）擁壁に付属する屋外階段 
（4）段差解消のための工作物および設備 
（5）現在の高さを越えない植え込み立上り 

太字、下線は修正箇所 
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改定前 
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

仕上げ材料 
（主旨）素材、色調、サイズをそろえ、統一感と調和をもち美しく個性のあるレンガ通りを保つ。 

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

１ レンガ通りの道路境界線から2.5ｍ以内の床面、擁壁、屋外階段、植込立上り、門扉の
支え壁の表面仕上げは、レンガおよびレンガタイルとし、現在の色調、サイズ、厚さに近
いものを用いる。ただし、次に該当する場合はこの限りではない。 
（1）道路の隅切り部分の道路境界線は、隅切りがないものとみなす。 

２ 2005年（平成17年）時点の、現在のレンガ通りの仕上材料に近似する色調、サイズ、
厚さをもつ参考例として、以下の材料がある。 

（1）天端部レンガ 
 焼過（還元焼成窯変）レンガ：国代耐火工業所 リ・ワーク 色番号OA 

（2）擁壁面、植込立上り面および門扉の支え壁面部レンガタイル 
焼過（還元焼成窯変）レンガ：国代耐火工業所 リ・ワーク 色番号OA 

（3）床面および屋外階段部タイル 
せっ器質タイル：名古屋モザイク工業 アベニュー 色番号A53およびA54の、2色
ランダムミックス貼 

植栽 
（主旨）緑豊かな庭園のまちを育てる。 

統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。  
まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

１ シンボルツリーの花水木を育てる。 
２ やむをえずシンボルツリーの花水木を伐採する場合には、代替えの花水木を植栽し、植

栽面の高さおよび道路境界線よりの後退距離を他の花水木に揃えるように努める。 
３ レンガ通りの植栽、樹木を育てる。 

15-3 仕上げ材料
（主旨）素材、色調、サイズをそろえ、統一感と調和をもち美しく個性のあるレンガ通りを保つ。 

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

１ レンガ通りの道路境界線から2.5ｍ以内の床面、擁壁、屋外階段、植込立上り、門扉の
支え壁の表面仕上げは、レンガおよびレンガタイルとし、現在の色調、サイズ、厚さに  

　  近いものを用いる。 
２ 2023年（令和5年）時点の、現在のレンガ通りの仕上材料に近似する色調、サイズ、
厚さをもつ参考例として、以下の材料がある。 

部位 種類 製造所 型番号等 
（1）天端部レンガ 焼過（還元焼成窯変）

レンガ 
国代耐火工業所 リ・ワーク 色番号OA 

（2）擁壁面、植込立
上り面および門扉
の支え壁面部レン
ガタイル 

焼過（還元焼成窯変）
レンガ 

国代耐火工業所 リ・ワーク 色番号OA 

（3）床面および屋外
階段部タイル 

せっ器質タイル 名古屋モザイク
工業 

アベニュー 
色番号A53およびA54の
2色ランダムミックス貼 

15-4 植栽
（主旨）緑豊かな庭園のまちを育てる。 

統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。  
まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

１ シンボルツリーの花水木を育てる。 
２ やむをえずシンボルツリーの花水木を伐採する場合には、代替えの花水木を植栽し、植

栽面の高さおよび道路境界線よりの後退距離を他の花水木に揃えるように努める。 
３ レンガ通りの植栽、樹木を育てる。 

太字、下線は修正箇所 
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改定前  
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

第１６条 A地区色彩ガイドライン 
A地区の、統一感と調和をもち美しく個性のあるまちなみの維持向上をはかり、防犯性能の高い

安全なまちとするため、共通ガイドラインに加えてA地区色彩ガイドラインを定める。 

（主旨）統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。 
まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

● 推奨色、準推奨色
１  外壁の推奨色、準推奨色として現在のまちなみのベースカラー（基調色）の白色およ
びオフホワイト色を継承し、トーン調和をはかる。  

（１）外壁推奨色、準推奨色は明度が高く彩度の低いものとし、マンセル値を、次の範囲
とする。 
○推奨色   色相 10ＹＲ～5Ｙ 
○準推奨色 Ｎ 

明度 8.8以上  彩度0.2～1.0以下  
明度 8.8以上  

（２）上記マンセル値範囲内に該当する、日本塗料工業会2005年Ｃ版塗料用標準色 
（ポケット版）色票番号は、以下となる。 
○推奨色
（10ＹＲ）Ｃ19－90Ａ、Ｃ19－92Ｂ、Ｃ19－90Ｂ
（2.5Ｙ） Ｃ22－90Ｂ
（5.0Ｙ） Ｃ25－90Ａ、Ｃ25－92Ｂ、Ｃ25－90Ｂ

○準推奨色
（Ｎ）  ＣＮ－95、ＣＮ－93、ＣＮ－90

第１６条 A地区色彩ガイドライン 

（主旨）統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。 
まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

● 推奨色、準推奨色

外壁 

１  外壁の推奨色、準推奨色として現在のまちなみのベースカラーの白色また
はオフホワイト色を継承する。 

（１） 外壁推奨色、準推奨色は明度が高く彩度の低いものとし、マンセル値を
次の範囲とする。

○推奨色 色相 10ＹＲ～5Ｙ 明度 8.0以上 彩度0.2～1.0以下 
○準推奨色 Ｎ 明度 8.0以上 

（２） 上記マンセル値範囲内に該当する、日本塗料工業会2024年P版塗料用標
準色 （ポケット版）色票番号は、以下となる。

色相 色票番号 

○推奨色
10ＹＲ Ｃ19－90Ａ、Ｃ19－92Ｂ、Ｃ19－90Ｂ 
2.5Ｙ Ｃ22－90Ｂ 
5.0Ｙ Ｃ25－90Ａ、Ｃ25－92Ｂ、Ｃ25－90Ｂ 

○準推奨色 Ｎ ＣＮ－95、ＣＮ－93、ＣＮ－90 

太字、下線は修正箇所 
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改定前 
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

（１）真壁造様式以外の建物の外装縁どり部材推奨色、準推奨色は、明度が高く彩度
　の低いものとする。

（２）真壁造様式以外の建物の外装縁どり部材推奨色、準推奨色は、各外壁推奨色、
　　　準推奨に対応するものとし、日本塗料工業会2005年C版塗料用標準色 （ポケット
　　　版）色票番号の、以下のものとなる。
推奨色  
（10ＹＲ） 

外壁 C19－90Ａに対して外装縁どり部材 Ｃ19－90Ａ、Ｃ19－80Ａ、Ｃ19－80Ｂ 
外壁  C19－92Ｂに対して外装縁どり部材 Ｃ19－92Ｂ、Ｃ19－80Ｂ 
外壁 C19－90Ｂに対して外装縁どり部材   Ｃ19－90Ｂ、Ｃ19－80Ｂ 

（2.5Ｙ） 
外壁  C22－90Ｂに対して外装縁どり部材 Ｃ22－90Ｂ、Ｃ22－80Ｂ 

（5.0Ｙ） 
外壁  C25－90Ａに対して外装縁どり部材  Ｃ25－90Ａ、Ｃ25－80Ａ、Ｃ25－80Ｂ 
外壁  C25－92Ｂに対して外装縁どり部材  Ｃ25－92Ｂ、Ｃ25－80Ｂ 
外壁  C25－90Ｂに対して外装縁どり部材  Ｃ25－90Ｂ、Ｃ25－80Ｂ 

準推奨色  
（５ＰＢ） 外装縁どり部材 Ｃ75－90Ａ、Ｃ75－85Ａ、Ｃ75－80Ａ 
（Ｎ）  外装縁どり部材 ＣＮ－95、ＣＮ－93、ＣＮ－90、ＣＮ－85，ＣＮ－80 

準推奨色は外壁推奨色、準推奨色との対応の指定をおこなわないものとする。 

３  屋根塗装色の推奨色として現在のまちなみのアシストカラー（補完色）の赤色系および
黒色系を継承し、色相調和をはかる。  

４  屋根瓦の推奨色として現在のまちなみのアシストカラー（補完色）の赤茶色系および黒
色系、黄土色系および濃い青色系（レンガ通り以外）を継承し、色相調和をはかる。 

外装縁どり部
材（付枠、付
柱、軒先等） 

１ 建物の外装縁どり部材 
推奨色・準推奨色は、各外壁推奨色・準推奨色に対応して、明度が高く
彩度の低いものとする。日本塗料工業会2024年P版塗料用標準色 （ポ
ケット版）色票番号は、以下となる。 ただし、窓枠は黒も可とする。
軒天を茶系統の木目調とした場合、破風、横樋は茶系統も可とする。

色相 外壁色 色票番号 

○推奨色

10ＹＲ C19－90Ａ 
Ｃ19－90Ａ、Ｃ19－80Ａ、 
Ｃ19－80Ｂ 

C19－92Ｂ Ｃ19－92Ｂ、Ｃ19－80Ｂ 
C19－90Ｂ Ｃ19－90Ｂ、Ｃ19－80Ｂ 

2.5Ｙ C22－90Ｂ Ｃ22－90Ｂ、Ｃ22－80Ｂ 

5.0Ｙ C25－90Ａ 
Ｃ25－90Ａ、Ｃ25－80Ａ、 
Ｃ25－80Ｂ 

C25－92Ｂ Ｃ25－92Ｂ、Ｃ25－80Ｂ 
C25－90Ｂ Ｃ25－90Ｂ、Ｃ25－80Ｂ 

○準推奨
色（※）

５ＰＢ 
Ｃ75－90Ａ、Ｃ75－85Ａ、 
Ｃ75－80Ａ 

Ｎ 
ＣＮ－95、ＣＮ－93、ＣＮ－90、 
ＣＮ－85，ＣＮ－80 

（※）準推奨色は外壁推奨色、準推奨色との対応の指定をおこなわない。 

屋 根 

１ 屋根塗装色の推奨色として現在のまちなみのアシストカラー（補完色）
の赤色系および黒色系を継承し、色相調和をはかる。 

２ 屋根瓦の推奨色として現在のまちなみのアシストカラー（補完色）の赤
茶色系および黒色系、黄土色系および濃い青色系（レンガ通り以外）を継
承し、色相調和をはかる。 

太字、下線は修正箇所 

２　外装縁どり部材（付枠、付柱、軒先等）の推奨色、準推奨色は真壁造様式の建物を
　　除き明色とし、外壁色との調和をはかるものとする。真壁造様式建物の外装縁どり
　　部材の推奨色はこげ茶色系とする。
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改定前 
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

色彩用語解説 

１  マンセル値による表記（マンセル表示系） 
色感の３次元（立体）による表記法。色相、明度、彩度の段階表記により、正確な色彩の
分類を可能とする。  
色相（色合い）を１０～１００分割する。各色相の中心は５ナンバーの色。  
明度（明るさ）を黒色の０から白色の１０まで１０分割する。  
彩度（鮮やかさ）を色相により最大１５分割する。無彩色を０とし、数値が大きくなるほ
ど鮮やかになる。  
マンセル値は、色相 明度/彩度 として表記される。鮮やかな赤を、５Ｒ４/１４ と表記
し、５アール４の１４と読む。  

２  トーンと色相による表記 
色感の２次元（平面）による表記法。上記｢鮮やかな赤｣のようにわかりやすく感性的な表
記を可能とする。  
トーン（色調＝明度と彩度の組合せ）は、濃淡、強弱、清色（澄んだトーン）と濁色（く
すんだトーン）、さわやかさとはなやかさ等の言葉として、色彩のイメージを伝えること
ができる。  

３  トーン調和 
各色のトーンを一定範囲内に揃えることにより調和をとる配色法。  
明度と彩度の組合せを揃え、色相に変化を持たせるため、単調さを避けることができ、落
着いたなかに、こころよさ、美しさを感じることのできる配色となる。  
欧米のまちづくりにおいて、一般的な色彩計画方法として用いられている。  

４  色相調和 
色相を一定範囲内の組合せとすることにより調和をとる配色法。  
色相を限定する必要があるが、トーンに変化を持たせることができる。 

色彩用語解説 

１  マンセル値による表記（マンセル表示系） 
色感の３次元（立体）による表記法。色相、明度、彩度の段階表記により、正確な色彩
の分類を可能とする。  
色相（色合い）を１０～１００分割する。各色相の中心は５ナンバーの色。  
明度（明るさ）を黒色の０から白色の１０まで１０分割する。  
彩度（鮮やかさ）を色相により最大１５分割する。無彩色を０とし、数値が大きくなる
ほど鮮やかになる。  
マンセル値は、色相 明度/彩度 として表記される。鮮やかな赤を、５Ｒ４/１４ と表記
し、５アール４の１４と読む。  

２  トーンと色相による表記 
色感の２次元（平面）による表記法。上記｢鮮やかな赤｣のようにわかりやすく感性的な
表記を可能とする。  
トーン（色調＝明度と彩度の組合せ）は、濃淡、強弱、清色（澄んだトーン）と濁色（く
すんだトーン）、さわやかさとはなやかさ等の言葉として、色彩のイメージを伝えるこ
とができる。  

３  トーン調和 
各色のトーンを一定範囲内に揃えることにより調和をとる配色法。  
明度と彩度の組合せを揃え、色相に変化を持たせるため、単調さを避けることができ、
落着いたなかに、こころよさ、美しさを感じることのできる配色となる。  
欧米のまちづくりにおいて、一般的な色彩計画方法として用いられている。  

４  色相調和 
色相を一定範囲内の組合せとすることにより調和をとる配色法。  
色相を限定する必要があるが、トーンに変化を持たせることができる。 

太字、下線は修正箇所 
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改定前  
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

B地区ガイドライン 

用途 

（主旨）住環境被害を発生させる可能性の高い用途の制限をおこなう。 

次の建築物は、建築しないものとする。 
１ 宗教施設 
２ 公衆浴場 

３ ホテル又は旅館
４ 専用の自動車車庫（建築物に附属する自動車車庫で、自動車車庫部分を車庫以外の

建物床面積よりも小さくし、２階以下の部分に設置するものは建築可とする。） 
５ 工場（パン屋さん、お菓子屋さん等の５０㎡以下の食品製造工場で、原動機の出力
合計が 0.75ｋｗ以下のものは建築可とする。） 

６  危険物の貯蔵又は処理に供するもの（自己の用に供する貯蔵施設その他これに類する
ものは建築可とする。） 

第１７条 B地区ガイドライン 

17-1 用途

（主旨）住環境被害を発生させる可能性の高い用途の制限をおこなう。 

敷地の用途を限定し、次の建築物は、建築しない。 
１ 宗教施設 
２ 公衆浴場 
３ ホテル又は旅館

４ 専用の自動車車庫 
ただし、建築物に附属する自動車車庫で、自動車車庫部分が車庫以外の建物床面積より

も小さく、２階以下に設置する場合は建築可とする。 

５  工場 
ただし、パン屋、お菓子屋等の食品製造工場で５０㎡以下の、原動機の出力合計が 0.75

ｋｗ以下は建築可とする。  
６ 危険物の貯蔵又は処理に供するもの（自己の用に供する貯蔵施設その他これに類す

るものは建築可とする。） 
７ 敷地を資材置場、倉庫、駐車場専用の用途で利用しない。 
８ 自動販売機は屋内に設置する。 

太字、下線は修正箇所 
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改定前  
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

容積率・建ぺい率 
（主旨）太陽と緑のまちとする。 ゆとりとひろがりがあり、圧迫感のないまちを保つ。 

防災・防犯性能の高い安全なまちとする。 

１  容積率 ２００％以下、建ぺい率 ６０％以下とする。  
２  角地の建ぺい率１０％割増をおこなわないものとする。 

敷地面積 
（主旨）敷地の細分化を防ぎ、のびやかなまちを保つ。 

２００㎡以上とする。  
ただしこの協定の制定時に２００㎡未満の敷地はその面積とする。 

壁面等の位置 
（主旨）圧迫感がなく統一感と調和のあるまちを保つ。 

隣棟間隔と見通しを確保することにより、防災・防犯性能の高い安全なまちとする。  
日照・眺望・プライバシーを確保する。 

外壁又はこれにかわる柱の面、バルコニーの先端までの距離は、道路境界線、隣地境界線か
ら１m以上とする。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。  
１ 道路の隅切り部分の道路境界線は、隅切りがないものとみなす。 
２ 開放的な車庫（壁面、シャッター等を有しないもの） 
３ 擁壁内の車庫 
４ 床面積に算入されない出窓、および出窓の壁面 
５ はねだし長０．９m以下の庇 
６  軒高２．３m以下、床面積の合計５㎡以下の物置。（隣地側のみの緩和とする。） 

17-2 容積率・建ぺい率
（主旨）太陽と緑のまちとする。 ゆとりとひろがりがあり、圧迫感のないまちを保つ。 

防災・防犯性能の高い安全なまちとする。 

１ 容積率 ２００％以下、建ぺい率 ６０％以下とする。 
２ 角地の建ぺい率１０％割増をおこなわないものとする。 

17-3 敷地面積
（主旨）敷地の細分化を防ぎ、のびやかなまちを保つ。 

２００㎡以上とする。  
ただしこの協定の制定時に２００㎡未満の敷地はその面積とする。 

17-4 壁面等の位置
（主旨）圧迫感がなく統一感と調和のあるまちを保つ。 

隣棟間隔と見通しを確保することにより、防災・防犯性能の高い安全なまちとする。  
日照・眺望・プライバシーを確保する。 

外壁又はこれにかわる柱の面、バルコニーの先端までの距離は、道路境界線、隣地境界線か
ら１m以上とする。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。  
１    開放的な車庫（壁面、シャッター等を有しないもの） 
２ 擁壁内の車庫 
３ 床面積に算入されない出窓、および出窓の壁面 
４ はねだし長０．９m以下の庇 
５ 軒高２．３m以下、床面積の合計５㎡以下の物置。（隣地側のみの緩和とする。） 
６  建て替えにあたっては、隣地等の住環境への影響及びまちなみに配慮した建物配置に

努める。 

太字、下線は修正箇所 
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改定前  
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

高 さ 
（主旨）圧迫感がなく統一感と調和のあるまちを保つ。 日照を守る。 

１ 最高の高さ２０m以下とする。 
２ 各部分の高さは、当該部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水

平距離に０．６を乗じて得たものに７．５ｍを加えたもの以下としなければならない。  
３ 建築物、工作物の各部分共、この高さを超えないものとする。 
４ 軒高、最高の高さは、平均地盤面からの高さではなく、現在の地盤面（南側の庭が建
物と接する面）からの高さとする。 

地盤の高さ 
（主旨）圧迫感がなく統一感と調和のあるまちを保つ。 日照、排水を守る。 

現在の各地盤の高さを変えないものとする。 
ただし、出入り口位置の変更、車庫の設置のための変更、地下室の設置のための変更で、
現在の各地盤の高さを超えないものについては、この限りではない。 

形態、材質 
（主旨）統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。 

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

建築物、工作物の形態、材質は、まちなみとの調和をはかるものとする。 

17-５ 高 さ
（主旨）圧迫感がなく統一感と調和のあるまちを保つ。 日照を守る。 

１ 最高の高さ２０m以下とする。 
２ 各部分の高さは、当該部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水

平距離に０．６を乗じて得たものに７．５ｍを加えたもの以下としなければならない。  
３ 建築物、工作物の各部分共、この高さを超えないものとする。 
４ 軒高、最高の高さは、平均地盤面からの高さではなく、現在の地盤面（南側の庭が建
物と接する面）からの高さとする。 

17-６ 地盤の高さ
（主旨）圧迫感がなく統一感と調和のあるまちを保つ。 日照、排水を守る。 

現在の各地盤の高さは変えない。 

17-７ 形態、材質 
（主旨）統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。 

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

建築物、工作物の形態、材質は、まちなみとの調和をはかる。 

太字、下線は修正箇所 
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改定前  
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

色 彩 
（主旨）統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。 

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

建築物、工作物の屋外部分には、原色および原色の近似色等刺激的な色彩を用いない
ものとし、まちなみとの調和をはかるものとする。 

広告物 
（主旨）統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。 景観を守る。 

広告物、看板、ポスターの意匠は、現在のまちなみとの調和をはかるものとする。 

門、柵等 
（主旨）道路側に塀のないのびやかなまちとする。 

統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。  
仕上をおこなうことにより汚れを防止する。  
まちの一体感を高め道路からの見通しを確保することにより、防犯性能の高い安
全なまちとする。  
避難・消火活動を妨げることのない、防災性能の高い安全なまちとする 

１  柵、垣、塀は高さ２．０m以下とし、コンクリート、コンクリートブロックの表面が見えないよ
う仕上をおこなう。  

２  塀、門扉の支え壁等にコンクリートブロックを使用する場合には幅1.5ｍ程度とし、コ
ンクリートブロックの表面がみえないよう仕上をおこなう。 

17-８ 色 彩
（主旨）統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。 

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

建築物、工作物の屋外部分には、原色および原色の近似色等刺激的な色彩を用いないも
のとし、まちなみとの調和をはかる。 

17-９ 広告物
（主旨）統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。 景観を守る。 

広告物、看板、ポスターの意匠は、現在のまちなみとの調和をはかる。 

17-10 門、柵等
（主旨）道路側に塀のないのびやかなまちとする。 

統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。  
仕上をおこなうことにより汚れを防止する。  
まちの一体感を高め道路からの見通しを確保することにより、防犯性能の高い安
全なまちとする。  
避難・消火活動を妨げることのない、防災性能の高い安全なまちとする 

１  柵、垣、塀は高さ２．０m以下とし、コンクリート、コンクリートブロックの表面が見えないよ
う仕上をおこなう。  

２  塀、門扉の支え壁等にコンクリートブロックを使用する場合には幅1.5ｍ程度とし、コ
ンクリートブロックの表面がみえないよう仕上をおこなう。 

太字、下線は修正箇所 
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改定前  
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

植 栽 
（主旨）緑豊かな庭園のまちを育てる。 

現在のまちなみと連続性のある植栽帯を設ける。 
統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。  

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。

道路に面する部分の緑化に努める。 

擁 壁 
（主旨）圧迫感がなく統一感と調和のあるまちを保つ。 

景観と質感を保つ。  
仕上をおこなうことにより汚れを防止する。 

１  現在の擁壁高さを変えないものとする。ただし、出入り口位置の変更、車庫の設置の
ための変更、地下室の設置のための変更で、現在の擁壁の高さを超えないものについて

は、この限りではない。  
２  擁壁天端から、境界線方向への張り出しをおこなわないものとする。  
３  道路から見通すことのできる範囲の擁壁は、コンクリート、コンクリートブロックの

表面が見えないよう仕上をおこなう。ただし現在、コンクリート、コンクリートブロック
が表面材となっている擁壁については用いることができるものとする。 

17-11 植 栽
（主旨）緑豊かな庭園のまちを育てる。 

現在のまちなみと連続性のある植栽帯を設ける。 
統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。  

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。

道路に面する部分の緑化に努める。 

17-12 擁 壁
（主旨）圧迫感がなく統一感と調和のあるまちを保つ。 

景観と質感を保つ。  
仕上をおこなうことにより汚れを防止する。 

１  現在の擁壁高さを変えないものとする。ただし、出入り口位置の変更、車庫の設置の
ための変更、地下室の設置のための変更で、現在の擁壁の高さを超えないものについて
は、この限りではない。  

２  擁壁天端から、境界線方向への張り出しをおこなわない。  
３  道路から見通すことのできる範囲の擁壁は、コンクリート、コンクリートブロックの
表面が見えないよう仕上をおこなう。ただし現在、コンクリート、コンクリートブロック
が表面材となっている擁壁については用いることができる。 

４ 通りからの景観保持のため、開発時に築造された擁壁の保全に努める。 
５ 擁壁内車庫を設置する部分を除き、垂直擁壁は設置しない。特に、既存擁壁の道路側に

垂直擁壁を新たに設置しないこと。 

太字、下線は修正箇所 
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改定前  
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

擁壁部の屋外配管 
（主旨） 景観を守る。 

１ 高さ１．５ｍ以下の擁壁の配管は地中配管とし、屋外に配管をみせないものとする。 
２ 高さ１．５ｍを超える擁壁の配管を屋外配管とする場合には、配管カバーを設ける。 

隣地に面する開口部 
（主旨）プライバシーを守る。 

南面する室の快適性を確保する。 

１ 隣地境界線に面する開口部は、隣接建物の南面の窓への視線を遮るため次の仕様とする。 
（２） 型ガラス入りルーバー窓、オーニング窓よりも視線の通る開口部には、目隠しス

クリーン等の視線を遮る工夫をほどこす。
２  北側道路境界線に面する開口部は、北側建物の南面の窓への視線を遮るため次の仕様
とする。ただし階段室、廊下等、通過動線となる部分の開口部についてはこの限りでは
ない。  

（１） 開放性の高い構造の開口部および透明ガラスの開口部には、レースカーテンの常時
閉鎖以上の効果をもつ視線を遮る工夫をほどこす。

常夜灯 
（主旨）通りと家の周囲を明るくすることにより視認性を確保し、まちの一体感を高め、

防犯性能の高い安全なまちとする。 
１ 道路に面して常夜灯を設ける。 
２ 常夜灯は日照による自動点滅とし、切スイッチを設けない。  
３ 常夜灯とは別に、玄関灯、裏玄関灯に該当する照明を設け、夜間点灯に努める。 

17-13 擁壁部の屋外配管
（主旨） 景観を守る。 

１ 高さ１．５ｍ以下の擁壁の配管は地中配管とし、屋外に配管をみせない。 
２ 高さ１．５ｍを超える擁壁の配管を屋外配管とする場合には、配管カバーを設ける。 

17-14 隣地に面する開口部
（主旨）プライバシーを守る。 

南面する室の快適性を確保する。 

１ 隣地境界線に面する開口部は、隣接建物の南面の窓への視線を遮るため次の仕様とする。 
（１） 型ガラス入りルーバー窓、オーニング窓よりも視線の通る開口部には、目隠しス

クリーン等の視線を遮る工夫をほどこす。
２  北側道路境界線に面する開口部は、北側建物の南面の窓への視線を遮るため次の仕様
とする。ただし階段室、廊下等、通過動線となる部分の開口部についてはこの限りでは
ない。  

（１） 開放性の高い構造の開口部および透明ガラスの開口部には、レースカーテンの常時
閉鎖以上の効果をもつ視線を遮る工夫をほどこす。

17-15 常夜灯
（主旨）通りと家の周囲を明るくすることにより視認性を確保し、まちの一体感を高め、

防犯性能の高い安全なまちとする。 
１ 門扉付近に常夜灯を設置する。 
２ 常夜灯は日照による自動点滅とし、切スイッチを設けない。 
３ 常夜灯とは別に、玄関灯を設け、夜間常時点灯に努める。   

太字、下線は修正箇所 
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改定前  
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

設備機器等 
（主旨）静かで安全なまちとする。 

景観を守る。 

１  騒音、震動、臭気、煙、火気のおそれのある設備機器等は、設置位置の選択等近隣被
害をなくする対策をおこなう。  

２  空調、湯沸機等の設備機器が道路側から目立たないよう、設置位置の選択、植栽によ
る目隠し等の対策に努める。 

金属製の倉庫 
（主旨）景観を守る。 

既製品の可動倉庫を含めて、倉庫を道路に面して（道路境界線側に）設置しない。 
植栽等により目立たないものはこの限りではない。 

金属製の閉鎖的な車庫 
（主旨）景観を守る。 

既製品を含めて、金属製の閉鎖的な車庫（金属製の壁面、シャッター等を有するもの）
を設けない。 

17-16 設備機器等
（主旨）静かで安全なまちとする。 

景観を守る。 

１  騒音、震動、臭気、煙、火気のおそれのある設備機器等は、隣接地の住環境を阻害し
ないように設置する。  

２  空調、湯沸機等の設備機器が道路側から目立たないよう、設置位置の選択、植栽によ
る目隠し等の対策に努める。   

３  地上波テレビアンテナは屋上に設置しないこと。壁面に設置する平面式アンテナは設
置可能。壁面から立ち上がる屋上アンテナ及びサイズが著しく大きく景観を阻害する平
面式アンテナについてはこの限りではない。衛星放送用アンテナは景観に配慮し設置す
る。 

17-17 倉 庫
（主旨）景観を守る。 

既製品の可動倉庫を含めて、倉庫を道路に面して（道路境界線側に）設置しない。 
ただし、植栽等により目立たないものはこの限りではない。 

17-18 車 庫
（主旨）景観を守る。 

１ 既製品を含めて、金属製の閉鎖的な車庫（金属製の壁面、シャッター等を有するも
の）を設けない。ただし、擁壁内車庫はシャッターの設置が可能とする。シャッター

　の色彩は擁壁など周囲と調和するものとする。 
２ 壁面・シャッター等を有しない開放的な車庫であっても、カーポートは規模や形態に

よっては建築面積に算入されるので特に留意する。 

太字、下線は修正箇所 
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改定前  
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

屋外階段 
（主旨）プライバシー、静けさ、景観を守る。 

１ 建物に付属する屋外階段は、階段の構造および仕上材料を靴音の発生しにくいものと
　し、隣地側に目隠しを設ける。

敷地の利用 
（主旨）地区外からの不特定の来街者を制限し、静かで安全なまちとする。 

景観を守る。 

１ 墓地、資材置場、コンテナ倉庫を設けない。 
２ 自動販売機は屋内に設置するものとする。 

駐車場 
（主旨）地区外からの不特定の来街者を制限し、静かで安全なまちとする。 

景観を守る。 

１ 青空駐車場（敷地内に建築物のない駐車場）を設けない。 
２ 作業用車両、貨物用車両の駐車場としない。 

地階（地下室、地下ドライエリア等） 
（主旨）隣接地の土地家屋その他の建造物、植栽等の不同沈下等による損傷被害を防ぐ。 

１ 地階（地下室、地下ドライエリア等）の設置にあたり、不同沈下等による隣家の損害
　被害を防ぐことのできる地階建設の工法（山留めの工法等）を採用する。 
２ 隣接地の会員の合意をえた補償コンサルタントに、工事着手前および完成後の隣接地
の土地家屋その他の建造物、植栽等の調査、報告書作成、隣接地の会員への確認手続き

　を委託すること。 
３ 補償コンサルタントの委託費用は外観変更をおこなう会員の負担とする。 

17-19 屋外階段
（主旨）プライバシー、静けさ、景観を守る。 

１ 建物に付属する屋外階段は、地上部の道路側に設けない。 
２ 建物に付属する屋外階段は、階段の構造および仕上材料を靴音の発生しにくいものと
し、隣地側に目隠しを設ける。 

注）「敷地の利用」「駐車場」は「17-1用途」に統合 

17-20 地盤掘削を伴う工事
（主旨）隣接地の土地家屋その他の建造物、植栽等の不同沈下等による損傷被害を防ぐ。 

１ 地階（地下室、地下ドライエリア等）の設置や建築物解体にあたり、不同沈下等に
よる隣家の損害被害を防ぐことのできる地階建設の工法（山留めの工法等）を採用する。 

２　隣接地地権者の合意をえた調査会社等に、工事着手前および完成後の隣接地の土地
家屋その他の建造物、植栽等の調査、報告書作成、隣接地の会員への確認手続きを委託

　すること。 
３ 調査会社等の委託費用は外観変更をおこなう地権者の負担とする。 

太字、下線は修正箇所 
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改定前  
（平成18年改定）荏田北二丁目まちづくり協定 

改定後 
令和8年改定（第3版）荏田北二丁目まちづくり協定 

維持管理 
（主旨）衛生、景観を守る。 

土地家屋その他の建造物、植栽、未利用地等の美化、清掃等、適切な維持管理に努める。 

17-21 維持管理
（主旨）衛生、景観を守る。 

土地家屋その他の建造物、植栽、未利用地等の美化、清掃等、適切な維持管理に努める。 

17-22 太陽光発電システムの設置
（主旨）温暖化対策に貢献する。 

太陽光発電システムは設置可とする。 
ただし、パネルの反射光による被害等が発生しないよう防眩仕様にするなど、住環境へ
の影響に配慮する。 

太字、下線は修正箇所 



＜添付資料―変更内容を証する書類＞ 

目次 

１． 地域まちづくりルールに係る運用計画書 ------------------------------------1 

２． 活動実績書-------------------------------------------------------------------2 

３． 地域住民等への地域まちづくりルールの策定に関する情報の公表及び------4 

周知の状況を示す書類（別冊参照） 

４． 地域住民等の多数の支持を得ていることを示す書類  ----------------------- 5 

 
＜別冊＞ 
「情報の公表及び周知の状況を示す書類」 
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１．地域まちづくりルールに係る運用計画書  

ルールの運用は、基本的に今年度（令和 7年度）と同様、下記による。  

・自治会役員及び自治会員有志で構成する荏田北二丁目自治会住環境委員会（原則月 1

回開催、原則任期 2年）が、本協定第 5条で定める活動を行う。  

・ただし、外観変更事前協議等で迅速性が必要な場合は、電子メールで合議を図る。  

・委員会は、本協定第６条に則り数名（令和 7年度 4名）の自治会役員と自治会員有志

で構成する（令和 7年度は専門委員 2名を含み計 1 5名）。  

・委員の互選により選出する委員長が委員会を代表し、ルール運用を統括する。  

・荏田北二丁目自治会ホームページのブラッシュアップにより、本協定の周知を図る。

適宜、紙媒体の広報誌を発行・配布する。  

・令和 8年度は、第 3版改定の周知が必要となるため、新たに全関係者配布用の冊子を

発行・配布する。  

 
・外観変更の事前協議終了後は、横浜市にその旨報告する。  

・本協定の改定ならびに廃止の委員会合議が成立した場合は、荏田北二丁目自治会総会

に議案書を提出する。  
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２．活動実績書（当該ルール変更内容に関すること）  

本改定にかかる取り組みは、主に荏田北二丁目自治会住環境委員会が日常的な外観変
更事前協議活動と並行してR3（2021）年度から進めてきた。  
ルール制定（2002（平成14）年4月）後約２０年を迎えるが、この間見直しをして

いないことから、ルールの内容・運用など時代の変化に合わせた全面的な見直しを図る
ため、情報提供を細やかに、広く意見を聴取しつつ協議を行った。この5年間の取り組
みの結果、今般会員の多数の合意を得て改定第三版を確定するに至った。  
取り組みにあたっては、特に地区外居住地権者等への情報提供等に配慮して進めて

きたと自負している。  

初年度は、ルール見直しの取り組み開始を地域で共有するため、委員会内ではグル
ープワークに取り組み、さらに地域で「キックオフ講演会、意見交換会」を開催。並
行して広報誌「住環境委員会便り」（関係者配布）発行を開始した。  

R4年度は、まずは見直し項目と改定の方向性を確定するための取り組みを行った。  
ルール改定に対する地域の意向傾向等を把握する「グループヒアリング」「参加者ア

ンケート」を実施。委員会内では逐条読み合わせを行い「見直し協議」を進めた。  

R5年度は、前年度から継続の「見直し協議」（委員会内）を終了。見直し項目と改
定の方向性を確定して委員会内合意をもとに「改定（案）」策定の取り組みを進めた。  
概要は広報誌「住環境委員会便り」で広報し意見・提案を募り、意見提案者にはプレ

ゼン（委員会内）をしてもらい意見交換する機会もつくった。  

R6年度は、前年度までの協議結果に基づき「改定荏田北二丁目まちづくり協定第三
版（案）」を発行し全戸配布する。改定内容の確実な周知、改定（案）に対する意見の
有無と意見集約を目的とするアンケート調査を実施するための広報を兼ねた「説明会」
を開催した。  

R7年度は、アンケート調査で出された意見をもとに改定（案）を見直して「改定第
三版（修正案）」を策定し、確定のための「意向確認調査」を実施した。  
結果、多数の支持（賛同率94 .5％）を得られたことにより、「改定第三版」が確定

した。調査終了後は、自治会内の回覧版、広報誌「住環境便り」（関係者配布）を発行
して結果報告を行った。  

  

・現行ルールに対する見直し意見等を丁寧に汲み取る。 
・改定項目、改定の方向性を確定する。 

• 改定（案）の策定 
• 改定（案）の周知、意見反映 

• 改定（案）に対するアンケート調査実施 
• 調査結果に基づき改定案の見直し →確定 

・改定案（修正）の策定、周知 
・意向確認調査実施 
・関係部署等の手続き 

R４年度 

R５年度 

R６年度 

R７年度 

R３年度 ・ルール見直しの取り組み気運を地域で共有、改定までの取組み準備 
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2-1  活動実績（まとめ。証する書類は「次項３ .」による。）  

（1）  グループヒアリング      1回  
（2）  アンケート調査及び意向調査  3回  
（3）  広報誌8号発行（住環境委員会便り）   

№1：2022年1月、№2：2022年3月、№3：2022年9月、№4：2023年3月  
№5：2023年8月、№6：202 3年12月、№7：2024年3月、№8：2025年8月  

（4）  説明会及び報告会       2回  
 
 
 
 
 
 

2 -2  活動経過  

年度 開催日 内容 参加対象者 
参加者数 概要 

令和３ 
（2021） 

5月29日（土） 「まちの良さ」 
をテーマにWS 住環境委員9名 3テーブルに分かれて意見交換 

6月 ― ― 委員長、副委員長交代 

 8月28日（土） 写真をもとに 
ルールを確認 住環境委員7名 チェックリストを活用して協議 

 R4（2022）年 
1月8日 広報誌発行 ― 住環境委員会便り№1 

 1月15日（土） 住環境講演会 自治会員および 
地域住民約30名 

講演及び意見交換 
「荏田北二丁目の現状とこれから」 

 3月27日 広報誌発行 ― 住環境委員会便り№2 

令和4 
（2022） 

7月2日（土） 第158回定例会 住環境委員7名 改定内容検討の進め方を協議 

9月3日（土） 第160回定例会 住環境委員8名 第Ⅱ章14条読み合わせ/協議開始①用途
14-1～2 

 9月 広報誌発行 ― 住環境委員会便り№3 
 10月1日（土） 第161回定例会 住環境委員7名 同上②14-3～4 

 
10月22日（土） ① グループヒアリ

ング 
② アンケート 

自治会員 計44名 「まちづくり協定」のおさらいと意見把
握 11月12日（土） 

11月26日（土） 
 11月6日（土） 第162回定例会 住環境委員7名 第Ⅱ章14条読み合わせ/協議③高さ14-5 
 12月3日（土） 第163回定例会 住環境委員9名 同上④地盤の高さ14-6 
 1月7日（土） 第164回定例会 住環境委員 同上⑤形態、材質14-7 
 2月5日（土） 第165回定例会 住環境委員 同上⑥色彩14-8 
 3月11日（土） 第166回定例会 住環境委員7名 同上⑦色彩～植栽14-11 
 3月 広報誌発行 ― 住環境委員会便り№4 

 

  



4 

 

年度 開催日 内容 参加対象者 
参加者数 概要 

令和5 
（2023） 

4月1日（土） 第167回定例会 住環境委員 同上⑧擁壁14-12 
5月6日（土） 第168回定例会 住環境委員 同上⑨14-13～14 

 6月4日（土） 第169回定例会 住環境委員7名 同上⑩常夜灯14-15～16 
 7月2日（土） 第170回定例会 住環境委員7名 同上⑪倉庫14-17～21 
 8月6日（土） 第171回定例会 住環境委員7名 同上⑫再14-17～22 
 8月 広報誌発行 ― 住環境委員会便り№5 
 9月3日（日） 第172回定例会 住環境委員8名 同上⑬再駐車場14-21 

 10月7日（土） 第173回定例会 ・住環境委員8名 
・改定提案者3名 

・同上⑭地階14-22 
・改定提案者プレゼン 

 11月4日（土） 第174回定例会 ・住環境委員10名 
・前回提案者3名 

・第Ⅱ章15条読み合わせ/協議⑮壁面等の
位置15-1 
・提案者との意見交換 

 12月2日（土） 第175回定例会 住環境委員10名 同上⑯15-2～4 
 12月 広報誌発行 ― 住環境委員会便り№6 

 1月6日（土） 第176回定例会 住環境委員9名 第Ⅱ章16条読み合わせ/協議⑰A地区色
彩ガイドライン 

 2月3日（土） 第177回定例会 住環境委員9名 同上⑱A地区色彩ガイドライン 
 3月3日（日） 第178回定例会 住環境委員6名 R6年度の活動計画 
 3月 広報誌発行 ― 住環境委員会便り№7 

令和6 
（2024） 

4月6日（土） 第179回定例会 住環境委員8名 今後の取り組み協議1 
5月11日（土） 第180回定例会 住環境委員8名 今後の取り組み協議2・確定 
6月8日（土） 第181回定例会 住環境委員8名 改定案レビュー 

 7月6日（土） 第182回定例会 住環境委員6名 予定確認、改定版印刷・配布 
 8月3日（土） 第183回定例会 住環境委員7名 説明会開催準備と確認、他 
 8月12日（祝） 改定第三版案説明会 地権者等計33名 改定ポイント説明、質疑応答 
 9月7日（土） 第184回定例会 住環境委員7名 アンケート調査準備 
 10～11月 アンケート調査実施 ―  
 11～12月 同上集計・分析 住環境委員会 回収率238/342＝69.6％ 
 1月11日（土） 第188回定例会 住環境委員10名 調査結果を踏まえて改定案協議① 
 2月1日（土） 第189回定例会 住環境委員9名 同上② 
 3月1日（土） 第190回定例会 住環境委員9名 同上②、最終化。フィードバック協議 

令和7 
（2025） 

4月5日（土） 第191回定例会 住環境委員9名 今年度スケジュール確認 
4月 調査結果リターン ― 調査結果報告書印刷配布 

5月10日（土） 第192回定例会 住環境委員7名 意向調査の実施協議 
 6月 意向確認調査実施 配布：414 対象：地権者、地上権者・賃借権者 
 6月14日（土） 第193回定例会 住環境委員7名 意向調査の集計作業 
 7月5日（土） 第194回定例会 住環境委員8名 意向調査の中間集計結果確認 
 7月20日（日） 回覧誌発行 ― 意向調査結果のお知らせ・報告会案内 
 8月2日（土） 意向調査結果報告会 地権者等約30名 意向調査結果の報告、質疑応答 
 8月 広報誌発行 ― 住環境委員会便り№8 
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３．地域住民等への地域まちづくりルールの策定に関する情報の公表 
及び周知の状況を示す書類（別冊参照） 

 
3-1 グループヒアリングの開催 

1）配布資料 
2）説明資料（委員長） 
3）出席者アンケートの結果 

 
3-2 広報誌の発行 

1）住環境委員会便り №1～8 
2）回覧「意向調査結果のお知らせ」（2025.7.20） 

 
3-3 アンケート調査時（2025年10～11月実施）の配布資料及び調査結果報告書 

1）改定第三版（案）（2024.7配布） 
2）改定案説明会（8/12）説明資料（委員長） 
3）資料「第三版改定案の解説」 
4）調査票 
5）アンケート調査結果報告書 

 
3-4 意向確認調査時の配布資料 

1）調査票 
2）資料「改定第三版案（修正案）」 
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４．地域住民等の多数の支持を得ていることを示す書類 

「改定第三版案（修正案）」が対象者の多数の支持を得ていることを確認するため、
下記の要領による「意向確認調査（アンケート調査）」を実施した。  

（ 1 ）実施方法：各戸配布及び郵送（区域外居住者）による記名式調査で、
回答は紙又はw e bのいずれも可とした。ただし、重複回答の場合はい
ずれか一方を有効回答とした。  

（ 2）実施期間：令和 7年 5月 2 2日（木）～ 7月 1 5日（火）  

（ 3）対象者・対象者数：荏田北二丁目自治会会員（令和 7年 3月 5日時点） 3 3 4及び自
治会会員以外の荏田北二丁目地区地区計画区域内の土地家屋所有権者
3 0、地上権者及び賃借権者 5 0の計 4 1 4件を対象とした。  
ただし、東京ガス、横浜市が所有する区画並びに保育園を除外した。  

（ 4）回  収  率  ：回収数 3 2 6（紙媒体 1 8 3、w e b 1 4 3）、回収率 7 8 . 7％（ 3 2 6 / 4 1 4）。  

（ 5）賛  同  率  ：賛成 3 0 8（ 9 4 . 5％）、反対 1 8（ 5 . 5％）であった。  

（ 6）結果の概要  

配布数  
A  

回収数  
B  

回収率  
B / A  

回答内訳  
賛成数C  

（賛同率 C / B）  
反対数D  

（反対率 D / B）  合計  

自治会会員  3 3 4  3 1 3  9 3 . 7％  
2 9 7  

（ 9 4 . 9％）  
1 6  

（ 5 . 1％）  
3 1 3  

（ 1 0 0％）  

自治会会員以外の地権者  3 0  1 3  4 3 . 3％  
1 1  

（ 8 4 . 6％）  
2  

（ 1 5 . 4％）  
1 3  

（ 1 0 0％）  
地上権者及び賃借権者  5 0  0  0％  0  0  0  

合計  4 1 4  3 2 6  7 8 . 7％  
3 0 8  

（ 9 4 . 5％）  
1 8  

（ 5 . 5％）  
3 2 6  

（ 1 0 0％）  

＜（抽出参考値）角地敷地と考えられる回答者の意向＞  
回答内訳  

賛成数  E  
（賛同率 E / G）  

反対数  F  
（反対率 F / G）  

計  G  

角地敷地該当者  
7 5  

（ 9 1 . 5％）  
7  

（ 8 . 5％）  
8 2  

（ 1 0 0％）  

（7）結果の公表
調査終了後、調査結果を下記により広報した。
・自治会ルートで「意向調査結果のお知らせ」（2025年7月20日付）を回覧した。
・意向確認調査結果を掲載した「住環境委員会便り№8」を発行し、関係者に配布した。
・関係者を対象に「意向調査結果報告会」（8/2）を開催し、最終調査で多数の支持を得られたこ
とを報告した。
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（ 8）意向確認調査の自由記述意見欄に記載された意見のまとめ  

意向確認調査 自由記述意見欄まとめ （意見回答者 42/総回答者 326） 
カテゴリー 意見（要約） 

建築制限・外観規制
（総論） 

・規制され自由に家を建てたり改築出来ない事に納得出来ない。 

・建築基準法なり法令に従うこと以上の規制の意義と必要性を感じない。 

・規制が強いと個性、流動性が無くなる。街の新陳代謝活性化を妨げる。 

・過剰に制約が多すぎて、建て替えや売買がしにくい。 

・建て替えが進まないことは、街全体の外観に影響を及ぼす可能性がある。 

・築浅、瓦屋根の築古の住宅が混在しているなかで、外壁色の統一がどの程度
防犯に結びつくのか、やや疑問。 
・建築後の協定違反、建築法違反に対する委員会対応が不明。 

角地緩和の制限 

・アンケート調査結果報告書「住環境委員会の見解」の通り引き続きご検討く
ださい。 
・検討した上で新版を発行すべき。本項は議論の上、合意形成をとる。 

・決定にあたっては、現角地所有者の過半数の賛成票を以って可決すべき。 

・現行案に反対。高齢者にとり、特に脚が不自由となると階段が苦手となる。
また、修正案は憲法第２９条財産権の保障に違反する。 
・総２階の新築が多くなり庭の日当たりが悪くなっている。検討事項として、 
裏が隣家の庭に面する家は、建蔽率４０％、容積率７０％に戻すべきでは？ 
・庭に面した隣家が総２階になった家の日当たりについてアンケート調査をした
ら？ 
・緑地率を上げるのは別の規定でまかなうべき。それを理由に角地割増しの話
を延期するのは問題の先送りである。 

最低敷地面積 
・売却時の販売先の可能性を狭め、流通性が下がる。125㎡以上で良い。 

・最低敷地面積の低減により世帯数が倍増することを考えると賛成できない。 

屋根の形状 ・陸屋根も認めるべき。景観上の問題はほぼ無いと考える。 

門・柵等 
・塀が無く「道路からそのまま自宅家屋」が増え塀の統一感が薄れている。統
一すると綺麗に見える。 
・隣地側に柵を作ること、更にその経費負担についてルール化する。 

擁壁 ・角地の住宅では、擁壁をなくすと景観が崩れる。 

車庫 ・シャッター不可は、車庫の防犯対策として不安である。 

街並み・景観維持 ・外壁色指定により、建売みたいで街並みが安っぽくみえる。 

協定運用・合意形成 
・14-7（形態・材質）・14-8（色彩）・14-11（植栽）も合意形成をとるべき。 
・景観に関心がない会員に対する適切な助言など、委員会のルールを作ってく
ださい。 
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カテゴリー 意見（要約） 

代替提案・緩和措置 

・建築基準法に準拠の個人任せで十分。協定は最低限必要な項目に絞る。 

・若年子育て世代の転入を考慮し、外壁の色、ガレージのつくりなど多様性を
認める。 
・細かくて厳しすぎる。もっと大雑把で最低限のもので良い。奇抜な色は避け
る、防犯上問題がある外構は避ける、近隣との距離を保つ程度で良い。 

・権利の制限には相応のメリット（補助金、業者紹介など）が必要である。 

・ハナミズキも植えたい人が植えやすいよう、補助金を出すなどにとどめて強
制しない。 

・街並みを維持するためには、ある程度の規則は必要だが強制は良くない。 

・レンガ通りから離れているのに一体感を維持する必要が有るのか疑問。 

・守るべき所、変えるべき所を明確にし、時代の変化に対応する必要がある。 

常夜灯 

・B地区「3  玄関灯を設け、夜間常時点灯とする」は、現行の"務める"が削除
になっているが、B地区住人が納得しているのか疑問。 
・玄関灯等については各戸の判断で良い。 

・玄関灯に対する深刻な懸念を提示したにも関わらず、検討されなかった。 

植 栽 ・植栽帯の低木（植栽時樹高１m 以下）は、花を植えるのも可とする。 

その他 

・既存家屋のリフォームなどの際も適応されることを明記する。 

・近くには荒れた家もある。レンガ通りだけでなく全域に目を配る。 

・現会員に対して協定遵守をリマインドする良い方法を考えたい。 
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第Ⅰ章  総則 

第１条  目的 

荏田北二丁目まちづくり協定は、田園都市構想1にもとづいて計画的に建設されたまちなみとアメニティ2を継承し、美し

く調和のとれた住環境の維持向上をはかることを目的とする。  

1 田園都市構想 (Garden City, Cite'-Jardin) 

ひろびろとした空間と太陽と緑にあふれるまちづくりをめざす建築・都市計画構想。1898 年（明治 31 年）イギリス人

ハワードにより提唱され、ヨーロッパ、アメリカへと展開されてきた。代表例としてロンドン郊外のレッチワース、ハムステ

ッド、ニューヨーク郊外のラドバーン等がある。田園都市構想にもとづく住宅地の多くはまちづくりのルールを持ち、一

世紀近くを経た現在も、まちなみと住環境が保たれている。  

わが国では、1918 年（大正 7 年）渋沢栄一翁の提唱により田園都市株式会社が発足し、田園調布、洗足の住

宅地開発をおこなった。開発のために敷設された鉄道部門が目黒蒲田電鉄として分離独立し、後に東京急行電

鉄となる。  

田園都市線沿線は、1953 年（昭和 28 年）策定の東急多摩田園都市構想にもとづいて、鉄道の敷設とまちづく

りが進められてきた。東急多摩田園都市構想によるまちづくりは、1987 年（昭和 62 年）度日本建築学会賞、

2002 年（平成 14 年）度日本都市計画学会賞を受賞している。 

2 アメニティ 

環境の価値をあらわす包括的な概念。欧米において価値基準として定着しているが、共通となる定義づけはなさ

れていない。  

都市計画家ホルフォード卿の次の解釈が一般的である。｢アメニティとは単にひとつの性質をいうのではなく、複数

の価値の総体的カタログである。それは芸術家が目にし、建築家がデザインする美、歴史が生み出したこころよい

親しみのある風景を含み、一定の状況下では効用、すなわちしかるべきもの（たとえば住居、あたたかさ、光、きれ

いな空気、家のなかのサービスなど）が、しかるべきところにあること、および全体として快適な状態をいう｣。  

OECD（経済開発協力機構）の環境に関する対日勧告においては、「アメニティとよばれるものは、静けさ、美し

さ、プライバシー、社会的関係その他生活の質の測定することのできない諸要素に関係している」と説明されてい

る。  

3-3 アンケート調査時（2025年10～11月実施）の配布資料
1)改定第三版（案）（2024.7配布）
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第４条  会員の権利と責任 

会員は、次の権利を有し、協定に参加し協力する。 

1. 自治会から協定に関する情報提供と、協定に沿う支援を受けることができる。

2. 住環境被害発生の際に、自治会から解決に向けての支援を受けることができる。

3. ガイドラインに従って外観変更をおこなう。

4. 外観変更に際し協定委員に連絡をとり、委員会の事前了解と必要な助言をえる。

外壁・屋根等の塗替え等軽微なもの、植栽の変更については連絡の必要がないものとするが、軽微の程度について疑

義のある場合および推奨色、準推奨色以外の色彩に塗り替える場合には、事前協議をおこなう。  

解体工事の場合にも協定委員に連絡をとり、委員会の事前了解と必要な助言をえる。 

5. 協定に照らし適当でないと考えられる外観変更を発見した場合および公共施設の滅失・破損、騒音その他の公

害等について、委員会に適切な情報提供をおこなう。

第５条  委員会の活動 

委員会は、第 1 条に掲げる目的達成と協定の円滑な運用をはかるため、次の活動をおこなう。 

1. 会員に住環境被害が発生した場合、解決に向けての支援をおこなう。

2. 会員より提出されあるいは助言を求められた外観変更について審査し、適切な助言･指導をおこない、これを支

援する。

3. 協定の適切な解釈、適用除外の判断をおこなう。

4. 関係する法律、条例、施行規則等の改正、建築様式やライフスタイルの変化に対応し、必要な調査研究と協

定の見直しをおこなう。

5. 地区計画等必要な法制度および条例等の制定に向けての活動とその維持をはかり、協定の目的を確実なもの

とする。

6. 公共施設の修理改善、道路および環境衛生等の問題について、自治会役員会ならびに関係諸官庁への情報

提供をおこなう。

7. 協定の認識と理解を深めルールに抵触する事例を抑制するため、自治意識の醸成のもとに周知徹底するとともに

広報活動等をおこなう。

8. 専門的な判断を必要とされる場合には、横浜市まちづくりコーディネーター、建築家、弁護士等の専門家に、委

員会の補佐を委託することができる。

3-3 アンケート調査時（2025年10～11月実施）の配布資料
1)改定第三版（案）（2024.7配布）
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第６条  委員会の構成とメンバーの役割 

委員会の構成とメンバーの役割を次に定める。 

1. 委員会のメンバーは、会員の有志および自治会役員会の会長、副会長、環境部長の４名で構成する。

2. 委員会は次の役員を置く。

委員長１名、副委員長２名、協定委員２名 （兼任可能とする）、環境委員１名

必要に応じて、渉外委員、プロジェクトマネジャー、広報委員を任命することができる。

3. 委員長は委員の互選とし、委員会を代表し協定の運用を統括する。

4. 副委員長、協定委員および環境委員は、委員会メンバーのなかから委員長が委嘱する。ただし副委員長のうち

１名、協定委員および環境委員は自治会役員会メンバーのなかから委嘱する。

5. 協定委員は、外観変更を予定している会員への、協定の配布と周知、事前協議についての連絡調整をおこな

う。委員会の進行および会議記録の作成をおこなう。

6. 環境委員は、自治会環境部の活動との連絡調整をおこなう。

7. 委員の任期は２年とする。

第７条  事前協議 

外観変更事前協議の手続を次に定める。 

1. 提出資料

外観変更を予定する会員は協定委員に連絡をとり、委員会に次の資料を提出し事前了解と必要な助言をえる。 

1 ガイドラインの各制限項目について確認することのできる図面等の資料。用途、容積率、建ぺい率、敷地面

積、壁面等の後退距離、高さ、仕上材等、文章・数値による確認の必要なものはその内容を記載する。 

2 外装縁どり部材（付枠、付柱、軒先等）、建具、柵、舗装、広告物他、この協定の制限に抵触する可能性の

ある素材と色彩については事前協議をおこなう。 色彩がわかるよう、使用素材についてはメーカー名及び型番を

記入し、できるだけマンセル値表記（近似値可）を併記する。  

委員会が必要と認めた場合のみ、使用素材によるカラーサンプル（塗板見本等）を提出する。 外壁基調色の

カラーサンプルの長辺は２０cｍ以上とする。屋根のカラーサンプルは見本帳の使用素材によるサンプルを可とする

が、既製品以外の素材の塗装色については長辺２０cｍ以上のサンプルとする。 

3 図面は外部および敷地内について確認のできるものとし、室内についての表記はなくとも良い。 

3-3 アンケート調査時（2025年10～11月実施）の配布資料
1)改定第三版（案）（2024.7配布）
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第１０条  協定の効力 

1. 協定は、協定制定後に会員となる者にも効力がおよぶものとする。

2. 協定の制定ならびに改定以前の段階でガイドラインに適合していない既存の土地家屋その他の建造物等（既存

不適格の建造物等）については、協定の改定がおこなわれて後も直ちにガイドラインに適合するよう建替え、増改

築等をおこなう必要はない。ただし外観変更の際にはガイドラインに適合するよう改善に努める。

3. 協定は、法的強制力を有しないが、第 1 条に掲げる目的を実現するために会員が自主的に守るべきルールであ

り。横浜市地域まちづくり推進条例が法的根拠で、制定、改定等は条例に従って行う。

第１１条  紛争の解決 

荏田北二丁目隣接地域に対してもしくは会員相互間の住環境に関する紛争の解決、ならびに外観変更についての

会員との合意の形成は、委員会が一義的な責任を負うが、委員会が解決しえない場合あるいは委員会と隣接地域、

会員等との利害が対立する場合は、委員会または会員の申立てにもとづき、自治会役員会が調停、解決をはかる。 

第１２条  協定運用の費用 

協定の運用、協定運用に関連する訴訟および委員会の活動にかかわる一切の費用は、自治会が負担する。 

第１３条  その他補足 

協定に疑義が生ずる場合は、自治会役員会が裁定する 

3-3 アンケート調査時（2025年10～11月実施）の配布資料
1)改定第三版（案）（2024.7配布）
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第Ⅱ章 ガイドライン 

第１４条  A 地区共通ガイドライン 

第 1 条の目的を実現するために地区を２区分し、土地家屋その他の建造物、植栽等の外観変更についてのＡ地区、

Ｂ地区それぞれの地区内共通のルールとして、Ａ地区ガイドラインおよびＢ地区ガイドラインを定める。  

Ａ地区およびＢ地区の区域は、「青葉荏田北二丁目地区」地区計画に定める区域に同じとする。 

14-1 用途

（主旨） Ａ地区においては良好な専用住宅地として用途を限定する。 

生活習慣の違いによる問題の発生を防止し、地区外からの不特定の来街者を制限することにより、静かな、安全で

快適なまちを保つ。  

景観を守る。 

敷地及び建築物の用途を限定する。 

１．専用住宅とする。 

親族同居による二世帯住宅以外の長屋および共同住宅は建築しない。 

２. ただし、下記のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

（1）現在保育所の用途に供する建築物の敷地において、保育所の用途に供する建築物

（2）延べ面積の２分の１以上を居住の用途とし、居住者の経営する５０㎡以下の次のいずれかの用途を含む兼用

住宅

1）学習塾、華道教室その他これらに類する施設

2）美術・工芸品を制作するためのアトリエ、工房。（原動機の出力合計が 0.75ｋｗ以下のもの。）

3）事務所

３．敷地を資材置場、倉庫、駐車場専用の用途で利用しない。 

４．保育所以外の敷地には自動販売機を設けない。 

５．保育所に自動販売機を設ける場合には屋内に設置する。 
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14-2 容積率・建ぺい率

（主旨）太陽と緑のまちとする。 ゆとりとひろがりがあり、圧迫感のないまちを保つ。 

防災・防犯性能の高い安全なまちとする。 

１ 容積率 ８０％以下、建ぺい率 ４０％以下とする。  

２ 角地の建ぺい率１０％割増をおこなわないものとする。 

14-3 敷地面積

（主旨）敷地の細分化を防ぎ、のびやかなまちを保つ。 

２００㎡以上とする。  

ただし、この協定の制定時に２００㎡未満の敷地はその面積とする。 

14-4 壁面等の位置

（主旨）圧迫感がなく統一感と調和のあるまちを保つ。  

隣棟間隔と見通しを確保することにより、防災・防犯性能の高い安全なまちとする。 

日照・眺望・プライバシーを確保する。 

外壁又はこれにかわる柱の面、バルコニーの先端までの距離は、道路境界線、隣地境界線から１m 以上とする。た

だし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。  

１ 道路の隅切り部分の道路境界線は、隅切りがないものとみなす。 

２ 開放的な車庫（壁面、シャッター等を有しないもの） 

３ 擁壁内の車庫 

４ 床面積に算入されない出窓、および出窓の壁面 

５ はねだし長０．９m 以下の庇 

６  軒高２．３m 以下、床面積の合計５㎡以下の物置（隣地側のみの緩和とする。） 
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14-5 高さ

（主旨）圧迫感がなく統一感と調和のあるまちを保つ。 日照を守る。 

１ 軒高６．３m 以下、最高の高さ８m 以下とする。 

ただし保育所については軒高の制限を設けず、最高の高さを１０m 以下とする。 

２ 各部分の高さは、当該部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に０．６を乗

じて得たものに５ｍを加えたもの以下としなければならない。  

３ 建築物、工作物の各部分共、この高さを超えないものとする。 

４ 軒高、最高の高さは、平均地盤面からの高さではなく、現在の地盤面（南側の庭が建物と接する面）からの高さ

とする。 

14-6 地盤の高さ

（主旨）圧迫感がなく統一感と調和のあるまちを保つ。 日照、排水を守る。 

現在の各地盤の高さは変えない。 

14-7 形態、材質

（主旨）統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。  

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

１  建築物、工作物の形態、材質は、まちなみとの調和をはかる。 

２  建築物は、現在のまちなみを構成する建築様式との調和をはかる。 

３  建築物の主要な屋根は勾配屋根とし、4/10 から 6/10 の範囲内の勾配とする。 

４  屋根の推奨形式を切妻および寄せ棟とする。 

５  建替えにあたっては、隣地等の住環境への影響及びまちなみに配慮した建物配置に努める。 
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14-8 色 彩

（主旨）統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。  

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

１  建築物、工作物の屋外部分には、原色および原色の近似色等刺激的な色彩を用いないものとし、まちなみと

の調和をはかる。 

２  外壁の色は白色 またはオフホワイトとする。 

３  外壁、外装縁どり部材（付枠、付柱、軒先等）および屋根の推奨色、準推奨色を、「第１6 条Ａ地区色彩ガイ

ドライン」に定める。 

14-9 広告物

（主旨）統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。 景観を守る。 

１ 広告物、看板、ポスターの意匠は、現在のまちなみとの調和をはかる。 

２ 保育所以外の広告物、看板、ポスターの表示面積は外形ではかり、１敷地につき 1 ㎡以下とする。 

３ 袖形式、突出形式、屋上形式、路上の、広告物、看板、ポスターを設けない。 

４ 内照式としない。 

14-10 門、柵等

（主旨） 道路側に塀のない、のびやかなまちとする。  

統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。  

仕上をおこなうことにより汚れを防止する。  

まちの一体感を高め道路からの見通しを確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

避難・消火活動を妨げることのない、防災性能の高い安全なまちとする。 
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1   道路側外構は見通しの良いものとする。 

2   道路側の柵は高さ０．９m 以下の透視可能なものとし、垣、塀は用いない。 

3  門、門扉、門扉の支え壁、支え柱は高さ１.5m 以下とし、厚さ１８０ｍｍ以上とする。機能門柱の高さは 1.6m 以

下とする。 

4   保育所については、上記各部の高さを２m 以下とする。  

5   門扉は透視可能なものとする。  

6   交通騒音の大きな敷地で、道路側に植栽帯を設け周辺環境に配慮したものについては、この限りではない。 

7   門扉の支え壁等は幅 1.5ｍ程度とする。コンクリートブロックの表面がみえないよう仕上をおこなう。 

8   隣地側に柵、垣、塀を用いる場合には高さ１.8m 以下とし、コンクリート、コンクリートブロックを用いない。  

14-11 植 栽

（主旨） 緑豊かな庭園のまちを育てる。  

現在のまちなみと連続性のある植栽帯を設ける。  

統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。  

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

１  道路境界線から６ｍ以内に、道路境界線長さの１/２以上の長さの植栽帯を道路に面して設け、現在のまちな

みとの連続性を保つ。 道路の隅切り部分の道路境界線は、隅切りがないものとみなす。  

２  植栽帯には、低木（植栽時樹高１ｍ以下）を植栽する。  

現在のまちなみの植栽密度（植栽帯の単位長さあたりの植栽本数）以上の植栽とする。 

３  植栽帯を、中木（植栽時樹高１ｍ～３ｍ）または中木と低木の混植により構成することを可とする。 

樹種によっては垂直面を構成するつた類による構成も可とする。  

４  上記の植栽帯とは別に道路境界線から６ｍ以内に高木（植栽時樹高３ｍ以上）または中木を２本以上植栽

する。  

当該高木または中木は株立ちが好ましい。 

5    生垣は可 
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14-12 擁 壁

（主旨） 圧迫感がなく統一感と調和のあるまちを保つ。 

景観と質感を保つ。  

仕上をおこなうことにより汚れを防止する。 

１ 現在の擁壁高さは変えない。 

２ 擁壁天端から、境界線方向への張り出しをおこなわない。     

３ 道路から見通すことのできる範囲の擁壁は、コンクリート、コンクリートブロックの表面が見えないよう仕上をおこな

う。ただし現在、コンクリート、コンクリートブロックが表面材となっている擁壁は用いることができる。 

４  通りからの景観保持のため、開発時に築造された擁壁の保全に努める。 

５  擁壁内車庫を設置する部分を除き、垂直擁壁は設置しない。特に、既存擁壁の道路側に垂直擁壁を新たに

設置しないこと。 

14-13 擁壁部の屋外配管

（主旨） 景観を守る。 

１  高さ１．５ｍ以下の擁壁の配管は地中配管とし、屋外に配管をみせない。  

２  高さ１．５ｍを超える擁壁の配管を屋外配管とする場合には、配管カバーを設ける。 

14-14 隣地に面する開口部

（主旨） プライバシーを守る。  

南面する室のアメニティを確保する。 
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１  隣地境界線に面する開口部は、隣接建物の南面の窓への視線を遮るため次の仕様とする。 

（１） 型ガラス入りルーバー窓、オーニング窓よりも視線の通る開口部には、目隠しスクリーン等の視線を遮る工夫

をほどこす。

２  北側道路境界線に面する開口部は、北側建物の南面の窓への視線を遮るため次の仕様とする。ただし階段

室、廊下等、通過動線となる部分の開口部についてはこの限りではない。 

（１） 開放性の高い構造の開口部および透明ガラスの開口部には、レースカーテンの常時閉鎖以上の効果をもつ

視線を遮る工夫をほどこす。

14-15 常夜灯

（主旨）  通りと家の周囲を明るくすることにより視認性を確保し、まちの一体感を高め、防犯性能の高い安全なま

ちとする。 

１  門扉付近に常夜灯を設置する。 

２  常夜灯は日照による自動点滅とし、切スイッチを設けない。 

３  常夜灯とは別に、玄関灯を設け、夜間常時点灯に務める。 

14-16 設備機器等

（主旨） 静かで安全なまちとする。 

景観を守る。 

１  騒音、震動、臭気、煙、火気のおそれのある設備機器等は、隣接地の住環境を阻害しないように設置する。 

２  空調、湯沸機等の設備機器が道路側から目立たないよう、設置位置の選択、植栽による目隠し等の対策に

努める。     

3 地上波テレビアンテナは屋上に設置しないこと。壁面に設置する平面式アンテナは設置可能。壁面から立ち上が

る屋上アンテナ及びサイズが著しく大きく景観を阻害する平面式アンテナについてはこの限りではない。衛星放送

用アンテナは景観に配慮し設置する。 
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14-17 倉 庫

（主旨） 景観を守る。 

既製品の可動倉庫を含めて、倉庫を道路に面して（道路境界線側に）設置しない。 

ただし、植栽等により目立たないものはこの限りではない。 

14-18 車 庫

（主旨）景観を守る。 

１  既製品を含めて、閉鎖的な車庫（壁面、シャッター等を有するもの）を設けない。 

２  壁面・シャッター等を有しない開放的な車庫であっても、カーポートは規模や形態によっては建築面積に算入さ

れるので特に留意する。 

14-19 屋外階段

（主旨）プライバシー、静けさ、景観を守る。 

１  建物に付属する屋外階段は、地上部の道路側に設けない。 

２  建物に付属する屋外階段は、階段の構造および仕上材料を靴音の発生しにくいものとし、隣地側に目隠しを

設ける。 

14-20 地盤掘削を伴う工事

（主旨）隣接地の土地家屋その他の建造物、植栽等の不同沈下等による損傷被害を防ぐ。 

１  地階（地下室、地下ドライエリア等）の設置や建築物解体にあたり、不同沈下等による隣家の損害被害を防ぐ

ことのできる地階建設の工法（山留めの工法等）を採用する。 

２  隣接地地権者の合意をえた調査会社等に、工事着手前および完成後の隣接地の土地家屋その他の建造

物、植栽等の調査、報告書作成、隣接地の会員への確認手続きを委託すること。 

３  調査会社等の委託費用は外観変更をおこなう地権者の負担とする。 
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14-21 維持管理

（主旨）  衛生、景観を守る。 

土地家屋その他の建造物、植栽、未利用地等の美化、清掃等、適切な維持管理に努める。 

14-22 太陽光発電システムの設置

（主旨）  温暖化対策に貢献する。 

太陽光発電システムは設置可とする。 

ただし、パネルの反射光による被害等が発生しないよう防眩仕様にするなど、住環境への影響に配慮する。 
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第１５条 A 地区レンガ通りガイドライン 

レンガ通りのひろびろとした空間と、調和と統一感をもち美しく個性のあるまちなみの維持向上をはかり、防災・防犯

性能の高い安全なまちとするため、共通ガイドラインに加えてレンガ通りガイドラインを定める。 

このルールは、レンガ通りに面する土地家屋その他の建造物、植栽等に適用される。レンガ通りの位置は、「青葉荏

田北二丁目地区」地区計画に定める位置と同じとする。 

15-1 壁面等の位置

（主旨） 空間のひろがりを生み出し、圧迫感を軽減し、まちの統一感と調和を保つ。 

隣棟間隔と道路からの見通しを確保することにより、防災・防犯性能の高い安全なまちとする。 

日照・眺望・プライバシーを確保する。    

外壁又はこれにかわる柱の面、バルコニーの先端までの距離は、レンガ通りの道路境界線から 2.4ｍ以上とする。た

だし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。  

１  道路の隅切り部分の道路境界線は、隅切りがないものとみなす。 

２ 壁面、シャッター等を有しない開放的な車庫（アルミ造またはスティール造とし、透明または半透明の屋根のも

の）。 

３  床面積に算入されない出窓および出窓の壁面 

４  はねだし長０．９m 以下の庇 

15-2 生垣、柵等

（主旨）  統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。 

まちの一体感を高め道路からの見通しを確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

避難・消化活動を妨げることのない、防災性能の高い安全なまちとする。 
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１  生垣、垣、柵、塀はレンガ通りの道路境界線から 2.4ｍ以内には設けない。 

  門、門扉、門扉の支え壁、支え柱はレンガ通りの道路境界線から 1.8ｍ以内には設けない。 

２  上記以外の工作物を、レンガ通りの道路境界線から 2.4ｍ以内に設けない。ただし次のいずれかに該当する場

合はこの限りではない。 

（1）道路の隅切り部分の道路境界線は、隅切りがないものとみなす。

（2）14 条共通ガイドラインに適合する擁壁

（3）擁壁に付属する屋外階段

（4）段差解消のための工作物および設備

（5）現在の高さを越えない植え込み立上り

15-3 仕上材料

（主旨）  素材、色調、サイズをそろえ、統一感と調和をもち美しく個性のあるレンガ通りを保つ。 

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 
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１  レンガ通りの道路境界線から 2.5ｍ以内の床面、擁壁、屋外階段、植込立上り、門扉の支え壁の表面仕上

げは、レンガおよびレンガタイルとし、現在の色調、サイズ、厚さに近いものを用いる。 

ただし、次に該当する場合はこの限りではない。 

（1）道路の隅切り部分の道路境界線は、隅切りがないものとみなす。

２  2023 年（令和 5 年）時点の、現在のレンガ通りの仕上材料に近似する色調、サイズ、厚さをもつ参考例とし

て、以下の材料がある。 

部位 種類 製造所 型番号等 

（1）天端部レンガ 焼過（還元焼成窯変） 

レンガ

国代耐火工業所 リ・ワーク 色番号 OA

（2）擁壁面、植込立上り

面および門扉の支え壁

面部レンガタイル

焼過（還元焼成窯変） 

レンガ

国代耐火工業所 リ・ワーク 色番号 OA

（3）床面および屋外階段

部タイル

せっ器質タイル 名古屋モザイク工業 アベニュー

色番号 A53 および A54

の 2 色ランダムミックス貼 

15-4 植 栽

（主旨）  緑豊かな庭園のまちを育てる。 

統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。  

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

１   シンボルツリーの花水木を育てる。 

２  やむをえずシンボルツリーの花水木を伐採する場合には、代替えの花水木を植栽し、植栽面の高さおよび道路

境界線よりの後退距離を他の花水木に揃えるように努める。 

３  レンガ通りの植栽、樹木を育てる。 
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第１６条 A 地区色彩ガイドライン 

（主旨）  統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。  

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

● 推奨色、準推奨色

外壁 １  外壁の推奨色、準推奨色として現在のまちなみのベースカラーの白色またはオフホワイト色を継

承する。 

（１）外壁推奨色、準推奨色は明度が高く彩度の低いものとし、マンセル値を次の範囲とする。

○推奨色 色相 １０ＹＲ～５Ｙ 明度     8.0 以上 彩度０．２～１．０以下 

○準推奨色 Ｎ 明度     8.0 以上 

（２）上記マンセル値範囲内に該当する、日本塗料工業会２０24 年 P 版塗料用標準色 （ポケット

版）色票番号は、以下となる。

色相 色票番号 

○推奨色

１０ＹＲ Ｃ１９－９０Ａ、Ｃ１９－９２Ｂ、Ｃ１９－９０Ｂ 

２．５Ｙ Ｃ２２－９０Ｂ 

５．０Ｙ Ｃ２５－９０Ａ、Ｃ２５－９２Ｂ、Ｃ２５－９０Ｂ 

○準推奨色 Ｎ ＣＮ－９５、ＣＮ－９３、ＣＮ－９０ 
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外装縁どり部

材（付枠、付

柱、軒先等） 

１     建物の外装縁どり部材 

推奨色・準推奨色は、各外壁推奨色・準推奨色に対応して、明度が高く彩度の低いものとする。

日本塗料工業会２０24 年 P 版塗料用標準色 （ポケット版）色票番号は、以下となる。ただし、窓

枠は黒も可とする。     

色相 外壁色 色票番号 

○推奨色

１０ＹＲ Ｃ１９－９０Ａ 
Ｃ１９－９０Ａ、Ｃ１９－８０Ａ、Ｃ１９－８０

Ｂ 

Ｃ１９－９２Ｂ Ｃ１９－９２Ｂ、Ｃ１９－８０Ｂ 

Ｃ１９－９０Ｂ Ｃ１９－９０Ｂ、Ｃ１９－８０Ｂ 

２．５Ｙ Ｃ２２－９０Ｂ Ｃ２２－９０Ｂ、Ｃ２２－８０Ｂ 

５．０Ｙ Ｃ２５－９０Ａ 
Ｃ２５－９０Ａ、Ｃ２５－８０Ａ、Ｃ２５－８０

Ｂ 

Ｃ２５－９２Ｂ Ｃ２５－９２Ｂ、Ｃ２５－８０Ｂ 

Ｃ２５－９０Ｂ Ｃ２５－９０Ｂ、Ｃ２５－８０Ｂ 

○準推奨色

（※） 

５ＰＢ 
Ｃ７５－９０Ａ、Ｃ７５－８５Ａ、Ｃ７５－８０

Ａ 

Ｎ 

ＣＮ－９５、ＣＮ－９３、ＣＮ－９０、 

ＣＮ－８５，ＣＮ－８０ 

（※）準推奨色は外壁推奨色、準推奨色との対応の指定をおこなわない。 

屋 根  １  屋根塗装色の推奨色として現在のまちなみのアシストカラー（補完色）の赤色系および黒色

系を継承し、色相調和をはかる。 

 ２  屋根瓦の推奨色として現在のまちなみのアシストカラー（補完色）の赤茶色系および黒色

系、黄土色系および濃い青色系（レンガ通り以外）を継承し、色相調和をはかる。 
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色彩用語解説 

１  マンセル値による表記（マンセル表示系） 

色感の３次元（立体）による表記法。色相、明度、彩度の段階表記により、正確な色彩の分類を可能とする。 

色相（色合い）を１０～１００分割する。各色相の中心は５ナンバーの色。  

明度（明るさ）を黒色の０から白色の１０まで１０分割する。  

彩度（鮮やかさ）を色相により最大１５分割する。無彩色を０とし、数値が大きくなるほど鮮やかになる。  

マンセル値は、色相 明度/彩度 として表記される。鮮やかな赤を、５Ｒ４/１４ と表記し、５アール４の１４と読む。

２  トーンと色相による表記 

色感の２次元（平面）による表記法。上記｢鮮やかな赤｣のようにわかりやすく感性的な表記を可能とする。 

トーン（色調＝明度と彩度の組合せ）は、濃淡、強弱、清色（澄んだトーン）と濁色（くすんだトーン）、さわやかさと

はなやかさ等の言葉として、色彩のイメージを伝えることができる。 

３  トーン調和  

各色のトーンを一定範囲内に揃えることにより調和をとる配色法。 

明度と彩度の組合せを揃え、色相に変化を持たせるため、単調さを避けることができ、落着いたなかに、こころよ

さ、美しさを感じることのできる配色となる。  

欧米のまちづくりにおいて、一般的な色彩計画方法として用いられている。 

４  色相調和  

色相を一定範囲内の組合せとすることにより調和をとる配色法。  

色相を限定する必要があるが、トーンに変化を持たせることができる。 
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 第１７条 B 地区ガイドライン 

第 1 種 

17-1 用途

（主旨） 住環境被害を発生させる可能性の高い用途の制限をおこなう。 

敷地の用途を限定し、次の建築物は、建築しない。 

１ 宗教施設 

２ 公衆浴場 

３ ホテル又は旅館

４ 専用の自動車車庫 

ただし、建築物に附属する自動車車庫で、自動車車庫部分が車庫以外の建物床面積よりも小さく、２階以下

に設置する場合は建築可とする。 

５ 工場 

ただし、パン屋、お菓子屋等の食品製造工場で５０㎡以下の、原動機の出力合計が 0.75ｋｗ以下は建築可と

する。  

６ 危険物の貯蔵又は処理に供するもの（自己の用に供する貯蔵施設その他これに類するものは建築可とする。） 

７  敷地を資材置場、倉庫、駐車場専用の用途で利用しない。 

８  自動販売機は屋内に設置する。 

17-2 容積率・建ぺい率

（主旨）太陽と緑のまちとする。 ゆとりとひろがりがあり、圧迫感のないまちを保つ。 

防災・防犯性能の高い安全なまちとする。 

１  容積率 ２００％以下、建ぺい率 ６０％以下とする。  

２  角地の建ぺい率１０％割増をおこなわないものとする。 

17-3 高さ

（主旨）圧迫感がなく統一感と調和のあるまちを保つ。 日照を守る。 
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１ 最高の高さ２０m 以下とする。 

２ 各部分の高さは、当該部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に０．６を乗

じて得たものに７．５ｍを加えたもの以下としなければならない。  

３ 建築物、工作物の各部分共、この高さを超えないものとする。 

４ 軒高、最高の高さは、平均地盤面からの高さではなく、現在の地盤面（南側の庭が建物と接する面）からの高さ

とする。 

17-4 形態、材質

（主旨）統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。  

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

１  建築物、工作物の形態、材質は、まちなみとの調和をはかる。 

17-5 色 彩

（主旨）統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。  

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

１  建築物、工作物の屋外部分には、原色および原色の近似色等刺激的な色彩を用いないものとし、まちなみと

の調和をはかる。 

17-6 広告物

（主旨）統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。 景観を守る。 

１  広告物、看板、ポスターの意匠は、現在のまちなみとの調和をはかる。 
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17-7 門、柵等

（主旨） 道路側に塀のない、のびやかなまちとする。  

統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。  

仕上をおこなうことにより汚れを防止する。  

まちの一体感を高め道路からの見通しを確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

避難・消火活動を妨げることのない、防災性能の高い安全なまちとする。 

１  柵、垣、塀は高さ２．０m 以下とし、コンクリート、コンクリートブロックの表面が見えないよう仕上をおこなう。 

２  塀、門扉の支え壁等にコンクリートブロックを使用する場合には幅１.４ｍ以下とし、コンクリートブロックの表面がみ

えないよう仕上をおこなう。 

17-8 植 栽

（主旨） 緑豊かな庭園のまちを育てる。  

現在のまちなみと連続性のある植栽帯を設ける。  

統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。  

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

１  道路に面する部分の緑化に努める。 

17-9 常夜灯

（主旨）  通りと家の周囲を明るくすることにより視認性を確保し、まちの一体感を高め、防犯性能の高い安全なま

ちとする。 

１  道路に面して常夜灯を設ける。 

２  常夜灯は日照による自動点滅とし、切スイッチを設けない。 

３   常夜灯とは別に、玄関灯を設け、夜間常時点灯とする。 
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17-10 屋外階段

（主旨）プライバシー、静けさ、景観を守る。 

１  建物に付属する屋外階段は、階段の構造および仕上材料を靴音の発生しにくいものとし、隣地側に目隠しを

設ける。 
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荏⽥北⼆丁⽬の路線価格算定に伴う評価

外部評価１
• 同⼀需給圏は東急⽥園都市線沿線の住宅地域を含む圏域で、

主として江⽥、市が尾、藤が丘の各駅より徒歩圏の⼾建住
宅地域によって形成されている。需要者の中⼼は横浜市内
在住の⾼額所得者や⻘葉区内の買い替え層だが、通勤利便
性や良好な住環境により、周辺市内からの転⼊者も⾒られ
る。住宅需要は好調だが、⼀⽅で供給がやや不⾜している。
中⼼価格帯は⼟地の場合６５００万〜７０００万円程度、
新築⼾建住宅の場合８０００万円台である。

• ⽐準価格については、⾃⼰居住⽬的の取引事例が多い中、
対象標準地と代替性が強く認められる江⽥駅徒歩圏の取引
事例等を複数採⽤し、説得⼒ある価格が得られた。収益価
格については、対象不動産が収益性が殆ど考慮されない⼾
建住宅地域に存し、価格⽔準に⾒合う賃料を想定すること
が困難であること等から低位に得られた。従って市場実態
をより反映した⽐準価格を重視し、収益価格は参考にとど
め、代表標準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を決定した。

外部評価２
• 同⼀需給圏は対象標準地の最寄駅である東急⽥園都市線

「江⽥」駅や隣接の「あざみ野」駅、「市が尾」駅等から
も徒歩圏の⼾建住宅地域である。需要者の⼤半を都⼼部や
横浜中⼼部等へ通勤する⼆次取得者層が占める。地区計画
等が良好な居住環境を形成しており、最寄駅が急⾏停⾞駅
でない点は弱点だが需要は根強く存在する。市場では、⼟
地は６，０００万円〜７，０００万円前後、建売住宅で７，
０００万円〜８，０００万円前後が需要の中⼼と思料する。

• 各試算価格が有する説得⼒の違いを適切に反映すべく近隣
地域の特性を再考察する。近隣地域は中規模⼀般住宅が建
ち並ぶ現況にある。借主の家賃負担能⼒から投資採算に⾒
合った総収益が得られず、収益価格は低位に試算された。
近隣地域内では⾃⼰使⽤⽬的での取引が⼤半を占めている。
以上の内容から⽐準価格を標準として収益価格は参考に留
め、代表標準地との検討を踏まえ、単価と総額との関連の
適否等にも留意して鑑定評価額を上記の通りに決定した。

9

第8条
改定案現⾏

協定の改定ならびに廃⽌は、⾃治会総会の議
決による。
ただし、改定の場合にあっては、改定議決を
経た後に改定案を採決する⼆段階の議決を⾏
う。

協定の制定、改定ならびに廃⽌については、
⾃治会総会の議決によるものとする。

改定案は、⼀度の議決で決定できないため

10

9

10
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14-22 太陽光発電システムの設置
改定案現⾏

新築住宅に限り、太陽光発電システムの設置
に努める。
ただし、パネルの反射光による被害等が発生
しないよう防眩仕様にするなど、住環境へ
の影響に配慮する。

なし

21

16条 A地区色彩ガイドライン
改定案現⾏

１ 外壁の推奨色、準推奨色として現在のま
ちなみのベースカラー（基調色）の白色お
よびオフホワイト色を継承する。

１ 外壁の推奨色、準推奨色として現在のま
ちなみのベースカラー（基調色）の白色
およびオフホワイト色を継承し、トーン
調和をはかる。

建物の外装縁どり部材
推奨色・準推奨色は、各外壁推奨色・準推奨
色に対応して、明度が⾼く彩度の低いものと
する。⽇本塗料⼯業会２０24年P版塗料⽤標
準色（ポケット版）色票番号は、以下とな
る。ただし、窓枠は⿊も可とする。

外装縁どり部材（付枠、付柱、軒先等）の推
奨色、準推奨色は真壁造様式の建物を除き明
色とし、外壁色との調和をはかるものとする。
真壁造様式建物の外装縁どり部材の推奨色は
こげ茶色系とする。

既存の真壁造様式を真似たツートンの色彩を希望するケースがあるため、真壁造様式の例
外的扱いを削除

彩度０．２〜１．
０以下

明度 8.8以上
色相 １０ＹＲ
〜５Ｙ

推奨色

明度 8.8以上Ｎ準推奨色

彩度０．２〜１．
０以下

明度 8.0以上
色相 １０ＹＲ
〜５Ｙ

推奨色

明度 8.0以上Ｎ準推奨色

22

21

22
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住環境委員会よりお礼の言葉

いつもまちづくり協定へのご理解・ご協力をいただきありがとうございます。昨年 11
月に実施した改定第 3 版（案）とそれに対するアンケートでは、495 件のコメントを
いただきました。件数の多さもさることながら、長文のコメントもいただきました。

紙の回答用紙でいただいたコメントはスキャナーで読み込み、直接電子回答いただい

たものと合わせ、電子文書化を行いましたところ、38 頁におよぶ分量となりました。
各条項についてのご意見が 393件、その他のご意見としては 102件でした。 

本報告書は、アンケートでいただいた 495 件のご意見の要約と、そのご意見に対する
住環境委員会の見解、改定案に行った修正のポイントについて記述しています。報告

書および改定第3版修正案は、第 2条 4項で定めるすべての会員にお送りしています。 

4 月 19 日の定期総会でご承認いただきました 2025 年度の住環境委員会の活動計画は
以下の通りです。6月には意向確認調査をお願いする予定です。 

2025
年度 

4 月 改定第 3版最終案確定 

最終案と第 1回アンケート報告書を自治会員＋地権者に配布 

6月 自治会員及び地権者を対象として意向確認調査実施 

8月 自治会臨時総会で議決（8月 2日臨時総会） 

11月 認定申請書提出 

12月 横浜市地域まちづくり推進委員会での審査 

2026
年度 

4 月 新ルール適用開始 

これまで荏田北二丁目に住んでこられた方が享受された住み心地を次世代に紡いでゆ

くために必要なルールとなるよう、今回いただいたご意見を踏まえ、住環境委員会で

議論を重ね、改定第 3 版修正案の作成を進めてきました。どこまでルールを緩和する

ことができるかについては、過去の協議の結果を踏まえ、ここまでは緩和しても街並

みには影響はないと判断できるものは積極的に緩和しています。また、議論にあたっ

ては、ハウスメーカー、建築業界、不動産業界の動向についても情報収集を行い、最

近の動向も踏まえた改定となるよう留意しました。 

会員の皆さまには、引き続きご理解とご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

住環境委員会 委員長 
松田 尚人 
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● 規制への反対意見

景観への影響は主観的で数値化不能。 
規制が多すぎる現状に反対し、権利制限は不公平。 
特に角地該当者に不利益が大きいが発言権は非該当者と同等なのは問題。 
● 容積率・建ぺい率に関する提案

庭のゆとりより、上空のゆとりを選択する。ただし容積率緩和には制限を設けるべき。

例：容積率 80%以下、建蔽率 50%の場合、2階部分は 30%に制限する。 

レンガ通りは特例で規制強化されるべき。

住環境委員会の見解と修正案のポイント

角地緩和については多くのご意見をいただきました。仮に緩和した場合に危惧される

緑化率の低下を踏まえ、緑豊かな街並みを維持するための有効な方策を引き続き検討

する必要があるため、今回の改定第 3 版では本項目についての変更を拙速に行わない

ことにしました。街なみの維持と建蔽率の関係については引き続き検討します。 
● 荏田北二丁目の特性と角地緩和の影響

全区画の約 3 分の 1 が角地であり、緩和の影響が街全体に及ぶ可能性があります。緑

化率を設定するなど、荏田北二丁目全体の街なみへの影響を回避する新たな規制の可

能性についても引き続き検討します。 
● 庭の縮小と緑化率の低下への懸念

建蔽率を 10%緩和すれば庭が小さくなり、空間的な余裕が失われることが懸念される。

緑化率を確保する新たな規制について引き続き検討を行います。 
● 吹き抜けの影響とその制限案

まちづくり協定には法的強制力がなく、２階部分の面積を制限しても、吹き抜けの活

用により見かけ上の容積率が 100%に近づくケースを防ぐことができません。実効性

のある方法での制限を引き続き検討してゆきます。 
● 住宅デザインの現状と課題

庭のゆとりより、上空のゆとり（1階が大きく 2階が小さいデザイン）を選択したいと

いう意見もありましたが、現代の建築技術では総二階が主流であり、1階が大きく 2階
が小さい住宅デザインを現在の商品で実現するよう新たな規則を制定することは難し

いと考えます。 

● 住民の高齢化に伴う大きな 1階の住宅への需要

1 階が大きいことは高齢者に住みやすい家であるという意見もあり、重要な視点であ

ると気づきがありました。これは世帯の高齢化が進む荏田北二丁目全体の問題であり、

一部の区画にのみ適用される角地緩和とは切り離し、別の問題として引き続き議論し

てゆくべきと考えます。 

5）アンケート調査（2024.10～11実施）結果報告書
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要がある。 
● 規定の合理性に関する疑問

汚れ防止の仕上げ義務は必要か？強制する理由が不明確で、過去のトラブル事例があ

るのか疑問。外壁など他の要素にも影響を及ぼす可能性があるため、根拠を示すべき。 
● 現行ルールとの整合性

ガイドラインが住宅の様式に適していない可能性。洋風住宅には横型の柵が合うが、

縦型への変更を求められるなど、既存のガイドラインが一部の住宅様式に適していな

い可能性を指摘されています。 
● 個別事情への配慮

建売住宅と個別に建てた住宅でガイドライン適用の難易度が異なることや、古くから

の構造物（垣根など）に対する柔軟な対応を求めます。 
● 防犯上の懸念

塀のない住宅は防犯上のリスクがある。強盗事件の事例を挙げ、「道路からの見通し

が良い」ことが犯罪リスクを高める可能性があるとして、ガイドラインの見直しを求

める意見がありました。 

住環境委員会の見解と修正案のポイント

● 塀について：剥き出しのコンクリートブロックは街並みを毀損すると考えていま

すので、仕上げをお願いしています。化粧ブロックは適合としています。

● 機能性門柱とは、宅配ボックス、ポスト、照明、インターホンなどが内蔵されて

いる縦型の既成門柱のことをいいます。近年希望されるケースが増えていること

から、追加しました。

● 柵について：横型の柵の希望が多いことから、適合としています。

● 垣と生垣は異なります。14-11の 5項にあるように、生垣は可です。

● 防犯性について：死角を作る塀はむしろ防犯性が低いとされ、柵で防犯性は十分

保たれることから、道路側は塀で囲うことは適合としていません。プライバシー

の観点から、隣家との境界には柵、垣、塀を設置することは適合としています。

5）アンケート調査（2024.10～11実施）結果報告書
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その他 改定案へのご意見 (102件) 
アンケートでいただいた意見の要約

● まちづくり協定の柔軟性と現状への対応

協定が厳しすぎるため、住民の流入が減少し、空き家や犯罪のリスク増加が懸念され

る。時代に合った柔軟な協定改定が望まれる。若い世代や多様な住民が地域に定着し

やすい環境を目指すべき。   
● 街並みと景観維持

建て替えにより統一感が薄れつつあり、建築デザインのルールを再評価する必要性。

90cm程度の庇を持つ合理的な建物の推奨を協定に盛り込む提案。街路樹や植栽管理、

日常生活のガイドラインを定める重要性。 
● 費用負担と効率

街並み維持に関する費用が建築時に過剰に発生しているため、コスト削減のための調

整を求める意見。費用負担の限度額を明確化するべき。 
● 日照問題と住環境の改善

日照不足や圧迫感など、建て替えによる住環境の悪化事例への対応。法令以上の規制

は難しいものの、住環境委員会による調整を期待する声。 
● 防犯・プライバシー保護

防犯カメラ設置に伴うデータ処理方法についての詳細説明を求める。  
空き家対策、地域の安全管理についての提案。   
● 高齢化対応

ゴミ収集場所の改善、高齢者支援を含む柔軟な対応の必要性。 
● 建築規制緩和と個人の権利

角地緩和の適用、二世帯住宅建築の可能性など、個人の権利を重視する緩和策を望む

声。外壁デザインの多様性を認め、時代に応じた新しい街づくりを目指す。   
● 総括・提案

荏田北二丁目のブランド価値を高めつつ、住民の愛着と関心を引き戻す協定改定の提

案。具体的な事例や資料提供を通じた住民の理解促進と多様な意見交換を奨励。 

住環境委員会の見解

自治会が対応すべき事項も含めて多くのご意見をいただきました。まちづくり協定の

対象となる会員のみなさまは同一のコミュニティに住んでいるわけですから、意見交

換の場を作ることが重要であると感じました。住環境委員会は街並みと住環境の保全

に関して自治会から委託を受けた委員会です。住環境を良くしてゆくためのアイディ

アも引き続きお受けしたいと考えています。

以上 

5）アンケート調査（2024.10～11実施）結果報告書
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第Ⅰ章  総則 

第１条  目的

荏田北二丁目まちづくり協定は、田園都市構想にもとづいて計画的に建設されたまちなみと快適さや住み心地の良さ

を継承し、美しく調和のとれた住環境の維持向上をはかることを目的とする。  

第２条  用語の定義 

この協定において、次のとおり用語の定義を定める。 

1. 協定

「荏田北二丁目まちづくり協定」をいう。 

自治会のまちづくり活動のうち建築・都市計画分野についてのルールを定めている。 

2. 外観変更

会員が所有もしくは使用する土地の利用方法および区画形質の変更、建築物の建築又は工作物の建設（新築、増

改築等）、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更、ならびに植栽その他の設置物の変更をいう。 

3. 自治会

「荏田北二丁目自治会」をいう。 

4. 会員

協定における会員は、荏田北二丁目自治会会員に加え、第 3 条で定める対象の土地家屋の所有権者、地上権者、

および賃借権者を含む。  

5. 委員会

「住環境委員会」をいう。自治会のまちづくり活動のうち建築・都市計画分野を担当し、まちづくり協定の運用をおこな

う自治会内の委員会である。 

3-4 意向調査時の配布資料
2）資料「改定第三版案（修正案）」





 175

4. 関係する法律、条例、施行規則等の改正、建築様式やライフスタイルの変化に対応し、必要な調査研究と協

定の見直しをおこなう。

5. 地区計画等必要な法制度および条例等の制定に向けての活動とその維持をはかり、協定の目的を確実なもの

とする。

6. 公共施設の修理改善、道路および環境衛生等の問題について、自治会役員会ならびに関係諸官庁への情報

提供をおこなう。

7. 協定の認識と理解を深めルールに抵触する事例を抑制するため、自治意識の醸成のもとに周知徹底するとともに

広報活動等をおこなう。

8. 専門的な判断を必要とされる場合には、横浜市まちづくりコーディネーター、建築家、弁護士等の専門家に、委

員会の補佐を委託することができる。

第６条  委員会の構成とメンバーの役割 

委員会の構成とメンバーの役割を次に定める。 

1. 委員会のメンバーは、数名の自治会役員と自治会員の有志で構成する。

2. 委員会は次の役員を置く。

委員長１名、副委員長２名、協定委員２名 （兼任可能とする）、環境委員１名

必要に応じて、渉外委員、プロジェクトマネジャー、広報委員を任命することができる。

3. 委員長は委員の互選とし、委員会を代表し協定の運用を統括する。

4. 副委員長、協定委員および環境委員は、委員会メンバーのなかから委員長が委嘱する。ただし     副委

員長のうち１名、協定委員および環境委員は自治会役員会メンバーのなかから任命する。

5. 協定委員は、外観変更を予定している会員への、協定の配布と周知、事前協議についての連絡調整をお

こなう。委員会の進行および会議記録の作成をおこなう。

6. 環境委員は、自治会環境部の活動との連絡調整をおこなう。

7. 委員の任期は２年とし、更新できる。

第７条  事前協議 

外観変更事前協議の手続を次に定める。 

3-4 意向調査時の配布資料
2）資料「改定第三版案（修正案）」
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1. 提出資料

外観変更を予定する会員は協定委員に連絡をとり、委員会に次の資料を提出し事前了解と必要な助言をえる。 

提出された資料は第 1条で定める目的以外には使用しない。 

(1) ガイドラインの各制限項目について確認することのできる図面等の資料。用途、容積率、建ぺい率、敷地面

積、壁面等の後退距離、高さ、仕上材等、文章・数値による確認の必要なものはその内容を記載する。

(2) 外装縁どり部材（付枠、付柱、軒先等）、建具、柵、舗装、広告物他、この協定の制限に抵触する可能性の

ある素材と色彩については事前協議をおこなう。 色彩がわかるよう、使用素材についてはメーカー名及び型番を

記入し、できるだけマンセル値表記（近似値可）を併記する。

委員会が必要と認めた場合のみ、使用素材によるカラーサンプル（塗板見本等）を提出する。 外壁基調色の

カラーサンプルの長辺は２０cｍ以上とする。屋根のカラーサンプルは見本帳の使用素材によるサンプルを可とする

が、既製品以外の素材の塗装色については長辺２０cｍ以上のサンプルとする。

(3) 図面は外部および敷地内について確認のできるものとし、室内についての表記はなくとも良い。

(4) 第 2 章ガイドライン内｢隣地に面する開口部｣に該当する開口部の、ガラスの種類、開閉方式、視線を遮る工

夫について図面内に記載する。

視線の通る開口部の場合には、当該開口部を含む室内の状況の判る図面（平面図等）を提出する。 

(5) 道路に面する部分の植栽計画

道路に面する部分の植栽帯の長さ、植栽帯の長さの道路境界線の長さに対する比率、植栽の位置、高木、

中木、低木（高木、中木、低木の定義は、第１4 条共通ガイドライン内に表記）の別、樹種と高さおよび本数を

表記する。

(6) まちづくり協定チェックシート

2. 資料提出時期

(1) 地区計画および横浜市地域まちづくり推進条例にもとづく届出の前に、委員会に資料を提出し事前協議をお

こなうこと。スケッチ段階等、計画の初期から協議を開始することが好ましい。

(2) 色彩名は（１）の事前協議資料に記載すること。ただし使用素材によるカラーサンプルついては、当該部分の工

事着手前に事前協議が完了する時期の提出として良い。

(3) 委員会は合議制としており充分な協議期間が必要となるため、事前協議を申し込む会員または代行者は、期

間の余裕をもって資料提出をおこなうこと。

3. 資料提出方法

(1) 原則として、資料の電子ファイルを、協定委員のメールアドレスにメールやファイル共有サービス等で送信する。

(2) 直接の持参および大場みすずが丘地区センター等における協議も可とする。提出資料は同じく１部とする。

3-4 意向調査時の配布資料
2）資料「改定第三版案（修正案）」
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第８条  協定の改定ならびに廃止 

協定の改定ならびに廃止は、自治会総会の議決による。 

ただし改定の場合にあっては、改定議決を経た後に改定案を採決する二段階の議決を行う。 

第９条  協定の有効期間 

協定は制定の日より２年間有効とし、自治会総会による改定または廃止決議がないかぎり、２年毎に自動的に更新さ

れるものとする。 

第１０条  協定の効力 

1. 協定は、協定制定後に会員となる者にも効力がおよぶものとする。

2. 協定の制定ならびに改定以前の段階でガイドラインに適合していない既存の土地家屋その他の建造物等（既存

不適格の建造物等）については、協定の改定がおこなわれた後も直ちにガイドラインに適合するよう建替え、増改

築等をおこなう必要はない。ただし外観変更の際にはガイドラインに適合するよう改善に努める。

3. 協定は、法的強制力を有しないが、第 1 条に掲げる目的を実現するために会員が自主的に守るべきルールであ

る。横浜市地域まちづくり推進条例に基づき、制定、改定等を行う。

第１１条  紛争の解決 

荏田北二丁目隣接地域に対してもしくは会員相互間の住環境に関する紛争の解決、ならびに外観変更についての

会員との合意の形成は、委員会が一義的な責任を負うが、委員会が解決しえない場合あるいは委員会と隣接地域、

会員等との利害が対立する場合は、委員会または会員の申立てにもとづき、自治会役員会が調停、解決をはかる。 

第１２条  協定運用の費用 

協定の運用、協定運用に関連する訴訟および委員会の活動にかかわる一切の費用は、自治会が負担する。 

第１３条  その他補足 

協定に疑義が生ずる場合は、自治会役員会が裁定する 

3-4 意向調査時の配布資料
2）資料「改定第三版案（修正案）」
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第Ⅱ章 ガイドライン 

第 1 条の目的を実現するために地区を２区分し、土地家屋その他の建造物、植栽等の外観変更についてのＡ地区、

Ｂ地区それぞれの地区内共通のルールとして、Ａ地区ガイドラインおよびＢ地区ガイドラインを定める。  

Ａ地区およびＢ地区の区域は、青葉荏田北二丁目地区地区計画に定める区域に同じとする。 

第１４条  A地区 ガイドライン 

14-1 用途

（主旨） Ａ地区においては良好な専用住宅地として用途を限定する。 

生活習慣の違いによる問題の発生を防止し、地区外からの不特定の来街者を制限することにより、静かな、安全で

快適なまちを保つ。  

景観を守る。 

敷地及び建築物の用途を限定する。 

１．専用住宅とする。 

親族同居による二世帯住宅以外の長屋および共同住宅は建築しない。 

２. ただし、下記のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

（1）現在保育所の用途に供する建築物の敷地において、保育所の用途に供する建築物

（2）延べ面積の２分の１以上を居住の用途とし、居住者の経営する５０㎡以下の次のいずれかの用途を含む兼用

住宅

1）学習塾、華道教室その他これらに類する施設

2）美術・工芸品を制作するためのアトリエ、工房。（原動機の出力合計が 0.75ｋｗ以下のもの。）

3）事務所

３．敷地を資材置場、倉庫、駐車場専用の用途で利用しない。 

４．保育所以外の敷地には自動販売機を設けない。 

５．保育所に自動販売機を設ける場合には屋内に設置する。 

3-4 意向調査時の配布資料
2）資料「改定第三版案（修正案）」
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14-2 容積率・建ぺい率

（主旨）太陽と緑のまちとする。 ゆとりとひろがりがあり、圧迫感のないまちを保つ。 

防災・防犯性能の高い安全なまちとする。 

１ 容積率 ８０％以下、建ぺい率 ４０％以下とする。  

２ 角地の建ぺい率１０％割増をおこなわないものとする。 

14-3 敷地面積

（主旨）敷地の細分化を防ぎ、のびやかなまちを保つ。 

２００㎡以上とする。  

ただし、この協定の制定時に２００㎡未満の敷地はその面積とする。 

14-4 壁面等の位置

（主旨）圧迫感がなく統一感と調和のあるまちを保つ。  

隣棟間隔と見通しを確保することにより、防災・防犯性能の高い安全なまちとする。 

日照・眺望・プライバシーを確保する。 

外壁又はこれにかわる柱の面、バルコニーの先端までの距離は、道路境界線、隣地境界線から１m 以上とする。た

だし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。  

１ 開放的な車庫（壁面、シャッター等を有しないもの） 

２ 擁壁内の車庫 

３ 床面積に算入されない出窓、および出窓の壁面 

４ はねだし長０．９m以下の庇 

５  軒高２．３m以下、床面積の合計５㎡以下の物置（隣地側のみの緩和とする。） 

６ 建て替えにあたっては、隣地等の住環境への影響及びまちなみに配慮した建物配置に努める。 

3-4 意向調査時の配布資料
2）資料「改定第三版案（修正案）」
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14-5 高さ

（主旨）圧迫感がなく統一感と調和のあるまちを保つ。 日照を守る。 

１ 軒高６．３m以下、最高の高さ８m以下とする。 

ただし保育所については軒高の制限を設けず、最高の高さを１０m以下とする。 

２ 各部分の高さは、当該部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に０．６を乗

じて得たものに５ｍを加えたもの以下としなければならない。  

３ 建築物、工作物の各部分共、この高さを超えないものとする。 

４ 軒高、最高の高さは、平均地盤面からの高さではなく、現在の地盤面（南側の庭が建物と接する面）からの高さ

とする。 

14-6 地盤の高さ

（主旨）圧迫感がなく統一感と調和のあるまちを保つ。 日照、排水を守る。 

現在の各地盤の高さは変えない。 

14-7 形態、材質

（主旨）統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。 

まちなみの一体感を高め領域性を確保することにより、自治会活動等のコミュニティ形成を促進し、防災、防犯意識

の高い安全なまちとする。 

１  建築物、工作物の形態、材質は、まちなみとの調和をはかる。 

２   建築物の主要な屋根は勾配屋根とし、3.5/10 から 6/10 の範囲内の勾配とする。 

３   屋根の推奨形式を切妻および寄せ棟とする。 

14-8 色 彩

（主旨）統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。  

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

3-4 意向調査時の配布資料
2）資料「改定第三版案（修正案）」
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１  建築物、工作物の屋外部分には、原色および原色の近似色等刺激的な色彩を用いないものとし、まちなみと

の調和をはかる。 

２  外壁の色は白色 またはオフホワイトとする。 

３  外壁、外装縁どり部材（付枠、付柱、軒先等）および屋根の推奨色、準推奨色を、「第１6条Ａ地区色彩ガイ

ドライン」に定める。 

４  軒天は茶系統の木目調も可とする。 

14-9 広告物

（主旨）統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。 景観を守る。 

１ 広告物、看板、ポスターの意匠は、現在のまちなみとの調和をはかる。 

２ 保育所以外の広告物、看板、ポスターの表示面積は外形ではかり、１敷地につき 1㎡以下とする。 

３ 袖形式、突出形式、屋上形式、路上の、広告物、看板、ポスターを設けない。 

４ 内照式としない。 

14-10 門、柵等

（主旨） 道路側に塀のない、のびやかなまちとする。  

統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。  

仕上をおこなうことにより汚れを防止する。  

まちの一体感を高め道路からの見通しを確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

避難・消火活動を妨げることのない、防災性能の高い安全なまちとする。 

1   道路側外構は見通しの良いものとする。 

2   道路側の柵は高さ０．９m以下の透視可能なものとし、垣、塀は用いない。 

3  門、門扉、門扉の支え壁、支え柱は高さ１.5m以下とし、厚さ１８０ｍｍ以上とする。機能門柱の高さは 1.6m以

下とする。 

4   保育所については、上記各部の高さを２m以下とする。  

5   門扉は透視可能なものとする。  

6   交通騒音の大きな敷地で、道路側に植栽帯を設け周辺環境に配慮したものについては、この限りではない。 

7   門扉の支え壁等は幅 1.5ｍ程度とする。コンクリートブロックの表面がみえないよう仕上をおこなう。 

8   隣地側に柵、垣、塀を用いる場合には高さ１.8m以下とし、コンクリート、コンクリートブロックを用いない。  

3-4 意向調査時の配布資料
2）資料「改定第三版案（修正案）」
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14-11 植 栽

（主旨） 緑豊かな庭園のまちを育てる。  

現在のまちなみと連続性のある植栽帯を設ける。  

統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。  

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

１  道路境界線から６ｍ以内に、道路境界線の長さの１/２以上の長さの植栽帯を道路に面して設け、現在のまち

なみとの連続性を保つ。 道路の隅切り部分の道路境界線の長さは、隅切りがないものとみなす。  

２  植栽帯には、低木（植栽時樹高１ｍ以下）を植栽する。  

現在のまちなみの植栽密度（植栽帯の単位長さあたりの植栽本数）以上の植栽とする。 

３  植栽帯を、中木（植栽時樹高１ｍ～３ｍ）または中木と低木の混植により構成することを可とする。 

樹種によっては垂直面を構成するつた類による構成も可とする。  

４  上記の植栽帯とは別に道路境界線から６ｍ以内に高木（植栽時樹高３ｍ以上）または中木を２本以上植栽

する。  

当該高木または中木は株立ちが好ましい。 

5  生垣は可 

14-12 擁 壁

（主旨） 圧迫感がなく統一感と調和のあるまちを保つ。 

景観と質感を保つ。  

仕上をおこなうことにより汚れを防止する。 

１ 現在の擁壁の高さは変えない。ただし、出入り口一の変更、車庫の設置のための変更、地下室の設置のための

変更で、現在の擁壁の高さを超えないものについては、この限りでない。 

２ 擁壁天端から、境界線方向への張り出しをおこなわない。 

３ 道路から見通すことのできる範囲の擁壁は、コンクリート、コンクリートブロックの表面が見えないよう仕上をおこな

う。ただし現在、コンクリート、コンクリートブロックが表面材となっている擁壁は用いることができる。 

４  通りからの景観保持のため、開発時に築造された擁壁の保全に努める。 

５  擁壁内車庫を設置する部分を除き、垂直擁壁は設置しない。特に、既存擁壁の道路側に垂直擁壁を新たに

設置しないこと。 

3-4 意向調査時の配布資料
2）資料「改定第三版案（修正案）」
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14-13 擁壁部の屋外配管

（主旨） 景観を守る。 

１  高さ１．５ｍ以下の擁壁の配管は地中配管とし、屋外に配管をみせない。  

２  高さ１．５ｍを超える擁壁の配管を屋外配管とする場合には、配管カバーを設ける。 

14-14 隣地に面する開口部

（主旨） プライバシーを守る。  

南面する室の快適性を確保する。 

１  隣地境界線に面する開口部は、隣接建物の南面の窓への視線を遮るため次の仕様とする。 

（１）型ガラス入りルーバー窓、オーニング窓よりも視線の通る開口部には、目隠しスクリーン等の視線を遮る工夫

をほどこす。

２  北側道路境界線に面する開口部は、北側建物の南面の窓への視線を遮るため次の仕様とする。ただし階段

室、廊下等、通過動線となる部分の開口部についてはこの限りではない。 

（１） 開放性の高い構造の開口部および透明ガラスの開口部には、レースカーテンの常時閉鎖以上の効果をもつ

視線を遮る工夫をほどこす。

14-15 常夜灯

（主旨）  通りと家の周囲を明るくすることにより視認性を確保し、まちの一体感を高め、防犯性能の高い安全なま

ちとする。 

１  門扉付近に常夜灯を設置する。 

２  常夜灯は日照による自動点滅とし、切スイッチを設けない。 

３  常夜灯とは別に、玄関灯を設け、夜間常時点灯に務める。 

14-16 設備機器等

（主旨） 静かで安全なまちとする。 

景観を守る。 

3-4 意向調査時の配布資料
2）資料「改定第三版案（修正案）」
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１  騒音、震動、臭気、煙、火気のおそれのある設備機器等は、隣接地の住環境を阻害しないように設置する。 

２  空調、湯沸機等の設備機器が道路側から目立たないよう、設置位置の選択、植栽による目隠し等の対策に

努める。     

3 地上波テレビアンテナは屋上に設置しないこと。壁面に設置する平面式アンテナは設置可能。壁面から立ち上が

る屋上アンテナ及びサイズが著しく大きく景観を阻害する平面式アンテナについてはこの限りではない。衛星放送

用アンテナは景観に配慮し設置する。 

14-17 倉 庫

（主旨） 景観を守る。 

既製品の可動倉庫を含めて、倉庫を道路に面して（道路境界線側に）設置しない。 

ただし、植栽等により目立たないものはこの限りではない。 

14-18 車 庫

（主旨）景観を守る。 

１  既製品を含めて、閉鎖的な車庫（壁面、シャッター等を有するもの）を設けない。ただし、擁壁内車庫はシャッタ

ーの設置が可能とする。シャッターの色彩は擁壁など周囲と調和するものとする。 

２  壁面・シャッター等を有しない開放的な車庫であっても、カーポートは規模や形態によっては建築面積に算入さ

れるので特に留意する。 

14-19 屋外階段

（主旨）プライバシー、静けさ、景観を守る。 

１  建物に付属する屋外階段は、地上部の道路側に設けない。 

２  建物に付属する屋外階段は、階段の構造および仕上材料を靴音の発生しにくいものとし、隣地側に目隠しを

設ける。 

3-4 意向調査時の配布資料
2）資料「改定第三版案（修正案）」
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14-20 地盤掘削を伴う工事

（主旨）隣接地の土地家屋その他の建造物、植栽等の不同沈下等による損傷被害を防ぐ。 

１  地階（地下室、地下ドライエリア等）の設置や建築物解体にあたり、不同沈下等による隣家の損害被害を防ぐ

ことのできる地階建設の工法（山留めの工法等）を採用する。 

２  隣接地地権者の合意をえた調査会社等に、工事着手前および完成後の隣接地の土地家屋その他の建造

物、植栽等の調査、報告書作成、隣接地の会員への確認手続きを委託すること。 

３  調査会社等の委託費用は外観変更をおこなう地権者の負担とする。 

14-21 維持管理

（主旨）  衛生、景観を守る。 

土地家屋その他の建造物、植栽、未利用地等の美化、清掃等、適切な維持管理に努める。 

14-22 太陽光発電システムの設置

（主旨）  温暖化対策に貢献する。 

太陽光発電システムは設置可とする。 

ただし、パネルの反射光による被害等が発生しないよう防眩仕様にするなど、住環境への影響に配慮する。 

3-4 意向調査時の配布資料
2）資料「改定第三版案（修正案）」
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第１５条 A地区レンガ通りガイドライン 

レンガ通りのひろびろとした空間と、調和と統一感をもち美しく個性のあるまちなみの維持向上をはかり、防災・防犯

性能の高い安全なまちとするため、共通ガイドラインに加えてレンガ通りガイドラインを定める。 

このルールは、レンガ通りに面する土地家屋その他の建造物、植栽等に適用される。レンガ通りの位置は、青葉荏田

北二丁目地区地区計画に定める位置と同じとする。 

15-1 壁面等の位置

（主旨） 空間のひろがりを生み出し、圧迫感を軽減し、まちの統一感と調和を保つ。 

隣棟間隔と道路からの見通しを確保することにより、防災・防犯性能の高い安全なまちとする。 

日照・眺望・プライバシーを確保する。    

外壁又はこれにかわる柱の面、バルコニーの先端までの距離は、レンガ通りの道路境界線から 2.4ｍ以上とする。た

だし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。  

１ 壁面、シャッター等を有しない開放的な車庫（アルミ造またはスティール造とし、透明または半透明の屋根のも

の）。 

２  床面積に算入されない出窓および出窓の壁面 

３  はねだし長０．９m以下の庇 

15-2 生垣、柵等

（主旨）  統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。 

まちの一体感を高め道路からの見通しを確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

避難・消火活動を妨げることのない、防災性能の高い安全なまちとする。 

１  生垣、垣、柵、塀はレンガ通りの道路境界線から 2.4ｍ以内には設けない。 

  門、門扉、門扉の支え壁、支え柱はレンガ通りの道路境界線から 1.8ｍ以内には設けない。 

２  上記以外の工作物を、レンガ通りの道路境界線から 2.4ｍ以内に設けない。ただし次のいずれかに該当する場

合はこの限りではない。

（1）14条 A地区ガイドラインに適合する擁壁

（2）擁壁に付属する屋外階段

（3）段差解消のための工作物および設備

（4）現在の高さを越えない植え込み立上り

3-4 意向調査時の配布資料
2）資料「改定第三版案（修正案）」
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15-3 仕上材料

（主旨）  素材、色調、サイズをそろえ、統一感と調和をもち美しく個性のあるレンガ通りを保つ。 

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

１  レンガ通りの道路境界線から 2.5ｍ以内の床面、擁壁、屋外階段、植込立上り、門扉の支え壁の表面仕上げ

は、レンガおよびレンガタイルとし、現在の色調、サイズ、厚さに近いものを用いる。 

２  2023 年（令和 5年）時点の、現在のレンガ通りの仕上材料に近似する色調、サイズ、厚さをもつ参考例とし

て、以下の材料がある。 

部位 種類 製造所 型番号等 

（1）天端部レンガ 焼過 （還元焼成窯

変） 

レンガ

国代耐火工業所 リ・ワーク 色番号 OA

（2）擁壁面、植込立上り

面および門扉の支え壁

面部レンガタイル

焼過 （還元焼成窯

変） 

レンガ

国代耐火工業所 リ・ワーク 色番号 OA

（3）床面および屋外階段

部タイル

せっ器質タイル 名古屋モザイク工業 アベニュー

色番号 A53および A54

の 2 色ランダムミックス貼 

15-4 植 栽

（主旨）  緑豊かな庭園のまちを育てる。 

統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。  

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

１   シンボルツリーの花水木を育てる。 

２  やむをえずシンボルツリーの花水木を伐採する場合には、代替えの花水木を植栽し、植栽面の高さおよび道路

境界線よりの後退距離を他の花水木に揃えるように努める。 

３  レンガ通りの植栽、樹木を育てる。 

3-4 意向調査時の配布資料
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第１６条 A地区色彩ガイドライン 

（主旨）  統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。  

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

● 推奨色、準推奨色

外壁 １  外壁の推奨色、準推奨色として現在のまちなみのベースカラーの白色またはオフホワイト色を継承

する。 

（１）外壁推奨色、準推奨色は明度が高く彩度の低いものとし、マンセル値を次の範囲とする。

○推奨色 色相 １０ＹＲ～５Ｙ 明度     8.0 以上 彩度０．２～１．０以下 

○準推奨色 Ｎ 明度     8.0 以上 

（２）上記マンセル値範囲内に該当する、日本塗料工業会２０24 年 P版塗料用標準色 （ポケット

版）色票番号は、以下となる。

色相 色票番号 

○推奨色

１０ＹＲ Ｃ１９－９０Ａ、Ｃ１９－９２Ｂ、Ｃ１９－９０Ｂ 

２．５Ｙ Ｃ２２－９０Ｂ 

５．０Ｙ Ｃ２５－９０Ａ、Ｃ２５－９２Ｂ、Ｃ２５－９０Ｂ 

○準推奨色 Ｎ ＣＮ－９５、ＣＮ－９３、ＣＮ－９０ 

3-4 意向調査時の配布資料
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外装縁どり部

材（付枠、付

柱、軒先等） 

１      建物の外装縁どり部材 

推奨色・準推奨色は、各外壁推奨色・準推奨色に対応して、明度が高く彩度の低いものとする。日

本塗料工業会２０24 年 P版塗料用標準色 （ポケット版）色票番号は、以下となる。ただし、窓枠は

黒も可とする。 

軒天を茶系統の木目調とした場合、破風、横樋は茶系統も可とする。 

色相 外壁色 色票番号 

○推奨色

１０ＹＲ Ｃ１９－９０Ａ 
Ｃ１９－９０Ａ、Ｃ１９－８０Ａ、Ｃ１９－８０

Ｂ 

Ｃ１９－９２Ｂ Ｃ１９－９２Ｂ、Ｃ１９－８０Ｂ 

Ｃ１９－９０Ｂ Ｃ１９－９０Ｂ、Ｃ１９－８０Ｂ 

２．５Ｙ Ｃ２２－９０Ｂ Ｃ２２－９０Ｂ、Ｃ２２－８０Ｂ 

５．０Ｙ Ｃ２５－９０Ａ 
Ｃ２５－９０Ａ、Ｃ２５－８０Ａ、Ｃ２５－８０

Ｂ 

Ｃ２５－９２Ｂ Ｃ２５－９２Ｂ、Ｃ２５－８０Ｂ 

Ｃ２５－９０Ｂ Ｃ２５－９０Ｂ、Ｃ２５－８０Ｂ 

○準推奨色

（※）

５ＰＢ 
Ｃ７５－９０Ａ、Ｃ７５－８５Ａ、Ｃ７５－８０

Ａ 

Ｎ 
ＣＮ－９５、ＣＮ－９３、ＣＮ－９０、 

ＣＮ－８５，ＣＮ－８０ 

（※）準推奨色は外壁推奨色、準推奨色との対応の指定をおこなわない。 

屋 根  １  屋根塗装色の推奨色として現在のまちなみのアシストカラー（補完色）の赤色系および黒色系

を継承し、色相調和をはかる。 

 ２  屋根瓦の推奨色として現在のまちなみのアシストカラー（補完色）の赤茶色系および黒色系、

黄土色系および濃い青色系（レンガ通り以外）を継承し、色相調和をはかる。 

3-4 意向調査時の配布資料
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色彩用語解説 

１  マンセル値による表記（マンセル表示系） 

色感の３次元（立体）による表記法。色相、明度、彩度の段階表記により、正確な色彩の分類を可能とする。 

色相（色合い）を１０～１００分割する。各色相の中心は５ナンバーの色。  

明度（明るさ）を黒色の０から白色の１０まで１０分割する。  

彩度（鮮やかさ）を色相により最大１５分割する。無彩色を０とし、数値が大きくなるほど鮮やかになる。  

マンセル値は、色相 明度/彩度 として表記される。鮮やかな赤を、５Ｒ４/１４ と表記し、５アール４の１４と読む。

２  トーンと色相による表記 

色感の２次元（平面）による表記法。上記｢鮮やかな赤｣のようにわかりやすく感性的な表記を可能とする。 

トーン（色調＝明度と彩度の組合せ）は、濃淡、強弱、清色（澄んだトーン）と濁色（くすんだトーン）、さわやかさと

はなやかさ等の言葉として、色彩のイメージを伝えることができる。 

３  トーン調和  

各色のトーンを一定範囲内に揃えることにより調和をとる配色法。 

明度と彩度の組合せを揃え、色相に変化を持たせるため、単調さを避けることができ、落着いたなかに、こころよ

さ、美しさを感じることのできる配色となる。  

欧米のまちづくりにおいて、一般的な色彩計画方法として用いられている。 

４  色相調和  

色相を一定範囲内の組合せとすることにより調和をとる配色法。  

色相を限定する必要があるが、トーンに変化を持たせることができる。 

3-4 意向調査時の配布資料
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第１７条 B地区ガイドライン     

17-1 用途

（主旨） 住環境被害を発生させる可能性の高い用途の制限をおこなう。 

敷地の用途を限定し、次の建築物は、建築しない。 

１ 宗教施設 

２ 公衆浴場 

３ ホテル又は旅館

４ 専用の自動車車庫 

ただし、建築物に附属する自動車車庫で、自動車車庫部分が車庫以外の建物床面積よりも小さく、２階以下に

設置する場合は建築可とする。 

５ 工場 

ただし、パン屋、お菓子屋等の食品製造工場で５０㎡以下の、原動機の出力合計が 0.75ｋｗ以下は建築可とす

る。 

６ 危険物の貯蔵又は処理に供するもの（自己の用に供する貯蔵施設その他これに類するものは建築可とする。） 

７  敷地を資材置場、倉庫、駐車場専用の用途で利用しない。 

８  自動販売機は屋内に設置する。 

17-2 容積率・建ぺい率

（主旨）太陽と緑のまちとする。 ゆとりとひろがりがあり、圧迫感のないまちを保つ。 

防災・防犯性能の高い安全なまちとする。 

１  容積率 ２００％以下、建ぺい率 ６０％以下とする。  

２  角地の建ぺい率１０％割増をおこなわないものとする。 

17-3 敷地面積

（主旨）敷地の細分化を防ぎ、のびやかなまちを保つ。 

２００㎡以上とする。  

ただし、この協定の制定時に２００㎡未満の敷地はその面積とする。 

3-4 意向調査時の配布資料
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17-4 壁面等の位置

（主旨）圧迫感がなく統一感と調和のあるまちを保つ。  

隣棟間隔と見通しを確保することにより、防災・防犯性能の高い安全なまちとする。 

日照・眺望・プライバシーを確保する。 

外壁又はこれにかわる柱の面、バルコニーの先端までの距離は、道路境界線、隣地境界線から１m 以上とする。た

だし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。  

１ 開放的な車庫（壁面、シャッター等を有しないもの） 

２ 擁壁内の車庫 

３ 床面積に算入されない出窓、および出窓の壁面 

４ はねだし長０．９m以下の庇 

５  軒高２．３m以下、床面積の合計５㎡以下の物置（隣地側のみの緩和とする。） 

６ 建替えにあたっては、隣地等の住環境への影響及びまちなみに配慮した建物配置に努める。 

17-5 高さ

（主旨）圧迫感がなく統一感と調和のあるまちを保つ。 日照を守る。 

１ 最高の高さ２０m以下とする。 

２ 各部分の高さは、当該部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に０．６を乗

じて得たものに７．５ｍを加えたもの以下としなければならない。  

３ 建築物、工作物の各部分共、この高さを超えないものとする。 

４ 軒高、最高の高さは、平均地盤面からの高さではなく、現在の地盤面（南側の庭が建物と接する面）からの高さ

とする。 

17-6 地盤の高さ

（主旨）圧迫感がなく統一感と調和のあるまちを保つ。 日照、排水を守る。 

現在の各地盤の高さは変えない。 

3-4 意向調査時の配布資料
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17-7 形態、材質

（主旨）統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。  

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

１  建築物、工作物の形態、材質は、まちなみとの調和をはかる。 

17-8 色 彩

（主旨）統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。  

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

１  建築物、工作物の屋外部分には、原色および原色の近似色等刺激的な色彩を用いないものとし、まちなみと

の調和をはかる。 

17-9 広告物

（主旨）統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。 景観を守る。 

１  広告物、看板、ポスターの意匠は、現在のまちなみとの調和をはかる。 

17-10 門、柵等

（主旨） 道路側に塀のない、のびやかなまちとする。  

統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。  

仕上をおこなうことにより汚れを防止する。  

まちの一体感を高め道路からの見通しを確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

避難・消火活動を妨げることのない、防災性能の高い安全なまちとする。 

１  柵、垣、塀は高さ２．０m以下とし、コンクリート、コンクリートブロックの表面が見えないよう仕上をおこなう。 

２  塀、門扉の支え壁等にコンクリートブロックを使用する場合には幅１.5ｍ以程度とし、コンクリートブロックの表面が

みえないよう仕上をおこなう。 
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17-11 植 栽

（主旨） 緑豊かな庭園のまちを育てる。  

現在のまちなみと連続性のある植栽帯を設ける。  

統一感と調和をもち美しく個性のあるまちを保つ。  

まちの一体感を高め領域性を確保することにより、防犯性能の高い安全なまちとする。 

１  道路に面する部分の緑化に努める。 

17-12 擁 壁

（主旨） 圧迫感がなく統一感と調和のあるまちを保つ。 

景観と質感を保つ。  

仕上をおこなうことにより汚れを防止する。 

１ 現在の擁壁の高さは変えない。ただし、出入り口一の変更、車庫の設置のための変更、地下室の設置のための

変更で、現在の擁壁の高さを超えないものについては、この限りでない。 

２ 擁壁天端から、境界線方向への張り出しをおこなわない。     

３ 道路から見通すことのできる範囲の擁壁は、コンクリート、コンクリートブロックの表面が見えないよう仕上をおこな

う。ただし現在、コンクリート、コンクリートブロックが表面材となっている擁壁は用いることができる。 

４  通りからの景観保持のため、開発時に築造された擁壁の保全に努める。 

５  擁壁内車庫を設置する部分を除き、垂直擁壁は設置しない。特に、既存擁壁の道路側に垂直擁壁を新たに

設置しないこと。 

17-13 擁壁部の屋外配管

（主旨） 景観を守る。 

１  高さ１．５ｍ以下の擁壁の配管は地中配管とし、屋外に配管をみせない。  

２  高さ１．５ｍを超える擁壁の配管を屋外配管とする場合には、配管カバーを設ける。 

17-14 隣地に面する開口部

（主旨） プライバシーを守る。  

南面する室の快適性を確保する。 
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１  隣地境界線に面する開口部は、隣接建物の南面の窓への視線を遮るため次の仕様とする。 

（１）型ガラス入りルーバー窓、オーニング窓よりも視線の通る開口部には、目隠しスクリーン等の視線を遮る工夫

をほどこす。

２  北側道路境界線に面する開口部は、北側建物の南面の窓への視線を遮るため次の仕様とする。ただし階段

室、廊下等、通過動線となる部分の開口部についてはこの限りではない。 

（１） 開放性の高い構造の開口部および透明ガラスの開口部には、レースカーテンの常時閉鎖以上の効果をもつ

視線を遮る工夫をほどこす。

17-15 常夜灯

（主旨）  通りと家の周囲を明るくすることにより視認性を確保し、まちの一体感を高め、防犯性能の高い安全なま

ちとする。 

１  道路に面して常夜灯を設ける。 

２  常夜灯は日照による自動点滅とし、切スイッチを設けない。 

３   常夜灯とは別に、玄関灯を設け、夜間常時点灯とする。 

17-16 設備機器等

（主旨） 静かで安全なまちとする。 

景観を守る。 

１  騒音、震動、臭気、煙、火気のおそれのある設備機器等は、隣接地の住環境を阻害しないように設置する。 

２  空調、湯沸機等の設備機器が道路側から目立たないよう、設置位置の選択、植栽による目隠し等の対策に

努める。     

3 地上波テレビアンテナは屋上に設置しないこと。壁面に設置する平面式アンテナは設置可能。壁面から立ち上が

る屋上アンテナ及びサイズが著しく大きく景観を阻害する平面式アンテナについてはこの限りではない。衛星放送

用アンテナは景観に配慮し設置する。 

17-17 倉 庫

（主旨） 景観を守る。 

既製品の可動倉庫を含めて、倉庫を道路に面して（道路境界線側に）設置しない。 

ただし、植栽等により目立たないものはこの限りではない。 
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17-18 車 庫

（主旨）景観を守る。 

１  既製品を含めて、閉鎖的な車庫（壁面、シャッター等を有するもの）を設けない。ただし、擁壁内車庫はシャッタ

ーの設置が可能とする。シャッターの色彩は擁壁など周囲と調和するものとする。 

２  壁面・シャッター等を有しない開放的な車庫であっても、カーポートは規模や形態によっては建築面積に算入さ

れるので特に留意する。 

17-19 屋外階段

（主旨）プライバシー、静けさ、景観を守る。 

１  建物に付属する屋外階段は、階段の構造および仕上材料を靴音の発生しにくいものとし、隣地側に目隠しを

設ける。 

17-20 地盤掘削を伴う工事

（主旨）隣接地の土地家屋その他の建造物、植栽等の不同沈下等による損傷被害を防ぐ。 

１  地階（地下室、地下ドライエリア等）の設置や建築物解体にあたり、不同沈下等による隣家の損害被害を防ぐ

ことのできる地階建設の工法（山留めの工法等）を採用する。 

２  隣接地地権者の合意をえた調査会社等に、工事着手前および完成後の隣接地の土地家屋その他の建造

物、植栽等の調査、報告書作成、隣接地の会員への確認手続きを委託すること。 

３  調査会社等の委託費用は外観変更をおこなう地権者の負担とする。 

17-21 維持管理

（主旨）  衛生、景観を守る。 

土地家屋その他の建造物、植栽、未利用地等の美化、清掃等、適切な維持管理に努める。 

17-22 太陽光発電システムの設置

（主旨）  温暖化対策に貢献する。 

太陽光発電システムは設置可とする。 

ただし、パネルの反射光による被害等が発生しないよう防眩仕様にするなど、住環境への影響に配慮する。 
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